
(57)【要約】

【課題】通い容器の紛失防止のために保証金制度を導入

した際の保証金に関する作業や、資金負担、与信管理等

に存する問題を軽減し、レンタル容器の紛失を軽減し、

回収速度を向上する。

【解決手段】ａ）容器を貸出す際の、日付、容器の数及

び貸出先表示を含むデータ１の入力ステップと、ｂ）商

品販売の際の、日付、容器の数及び販売元表示を含むデ

ータ２の入力ステップと、ｃ）記憶蓄積するステップと

、ｄ）一定期間の、特定当事者のデータ１、２の検出ス

テップと、ｅ）（データ１の容器数の合計数Ａ）－（デ

ータ２の容器数の合計数Ｂ）の算出ステップと、ｆ）Ａ

－Ｂの正負判別ステップと、（ｇ）Ａ－Ｂの値が正であ

れば、特定当事者からレンタル者に対し、保証金を支払

い、負であれば、レンタル者から特定当事者に対し、保

証金を返却するステップとを備えるレンタル容器の回収

管理方法。

【選択図】　図４
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る 方 法 で あ っ て 、
（ ａ ） 貸 出 者 が 生 産 者 に 通 い 容 器 を 貸 出 す 際 に 、 少 な く と も 、 貸 出 日 付 、 貸 出 し た 通 い 容
器 の 数 、 及 び 貸 出 先 表 示 を 含 む デ ー タ １ を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｂ ） 生 産 者 が 卸 売 又 は 販 売 店 に 商 品 を 販 売 す る 際 に 、 少 な く と も 、 販 売 日 付 、 販 売 に 使
用 し た 通 い 容 器 の 数 、 及 び 販 売 元 表 示 を 含 む デ ー タ ２ を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ
と 、
（ ｃ ） デ ー タ １ 及 び デ ー タ ２ を コ ン ピ ュ ー タ で 記 憶 し 蓄 積 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｄ ） デ ー タ １ 及 び デ ー タ ２ の 日 付 と 貸 出 先 表 示 、 販 売 元 表 示 を 用 い て 、 一 定 期 間 に お け
る 、 特 定 の 生 産 者 に つ い て の デ ー タ １ と デ ー タ ２ を コ ン ピ ュ ー タ で 検 出 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｅ ） 検 出 さ れ た 、 デ ー タ １ に お け る 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ 受 け 入 れ 合 計 数 Ａ ） か ら 、
デ ー タ ２ に お け る 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ 払 い 出 し 合 計 数 Ｂ ） を ひ い た Ａ － Ｂ を コ ン ピ ュ
ー タ で 算 出 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｆ ） Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る か 負 で あ る か 零 で あ る か を 判 別 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｇ ） Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る 場 合 に は 、 該 特 定 の 生 産 者 か ら 貸 出 者 に 対 し 、 Ａ － Ｂ の 値 に
デ ポ ジ ッ ト 単 価 （ Ｄ ） を 乗 じ た （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 に 由 来 す る 保 証 金 を 支 払 い 、 一 方 、 Ａ
－ Ｂ の 値 が 負 で あ る 場 合 に は 、 貸 出 者 か ら 該 特 定 の 生 産 者 に 対 し 、 － （ Ａ － Ｂ ） の 値 に デ
ポ ジ ッ ト 単 価 （ Ｄ ） を 乗 じ た － （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 に 由 来 す る 保 証 金 を 返 却 す る ス テ ッ プ
と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る 方 法 で あ っ て 、 請 求 項 １ 記 載 の （ ａ ） 、 （
ｂ ） 、 （ ｃ ） 及 び （ ｄ ） の ス テ ッ プ と 、
（ ｐ ） 一 定 期 間 の 期 末 に お い て 、 該 特 定 の 生 産 者 が 保 有 す る 、 通 い 容 器 の 在 庫 確 認 数 （ Ｅ
） を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｑ ） 該 一 定 期 間 の 前 期 末 に お け る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ － １ ） と 、 該 一 定 期 間 の 期 末 に お け
る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ ） 及 び 、 該 一 定 期 間 に お け る 受 け 入 れ 合 計 数 （ Ａ ） 、 払 い 出 し 合 計 数
（ Ｂ ） を 用 い て 、 下 記 式 で 導 か れ る 紛 失 数 （ Ｆ ） を コ ン ピ ュ ー タ で 算 出 す る ス テ ッ プ と 、
Ｅ ｎ － １ ＋ Ａ － Ｂ － Ｅ ｎ ＝ Ｆ
（ ｒ ） 該 特 定 の 生 産 者 か ら 貸 出 者 に 対 し 、 Ｆ の 値 に 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） を 乗 じ た Ｆ ×Ｄ ’
の 値 に 由 来 す る 賠 償 金 を 支 払 う ス テ ッ プ と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る 方 法 で あ っ て 、
（ ａ ’ ） 生 産 者 が 卸 売 に 商 品 を 販 売 す る 際 に 、 少 な く と も 、 販 売 日 付 、 販 売 に 使 用 し た 通
い 容 器 の 数 、 及 び 販 売 先 表 示 を 含 む デ ー タ ２ ’ を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｂ ’ ） 卸 売 が 他 の 卸 売 又 は 販 売 店 に 商 品 を 販 売 す る 際 に 、 少 な く と も 、 販 売 日 付 、 販 売
に 使 用 し た 通 い 容 器 の 数 、 販 売 元 表 示 、 及 び 販 売 先 表 示 を 含 む デ ー タ ３ を コ ン ピ ュ ー タ に
入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｃ ’ ） デ ー タ ２ ’ 及 び デ ー タ ３ を コ ン ピ ュ ー タ で 記 憶 し 蓄 積 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｄ ’ ） デ ー タ ２ ’ 及 び デ ー タ ３ の 、 日 付 と 販 売 先 表 示 、 販 売 元 表 示 を 用 い て 、 一 定 期 間
に お け る 、 特 定 の 卸 売 を 販 売 先 若 し く は 販 売 元 と す る デ ー タ ２ ’ と デ ー タ ３ を コ ン ピ ュ ー
タ で 検 出 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｅ ’ ） 検 出 さ れ た デ ー タ ２ ’ 及 び デ ー タ ３ に お け る 、 該 特 定 の 卸 売 が 販 売 先 で あ る デ ー
タ の 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ 受 け 入 れ 合 計 数 Ａ ） か ら 、 該 特 定 の 卸 売 が 販 売 元 で あ る デ ー
タ の 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ 払 い 出 し 合 計 数 Ｂ ） を ひ い た Ａ － Ｂ を コ ン ピ ュ ー タ で 算 出 す
る ス テ ッ プ と 、
（ ｆ ’ ） Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る か 負 で あ る か 零 で あ る か を 判 別 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｇ ’ ） Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る 場 合 に は 、 該 特 定 の 卸 売 か ら 貸 出 者 に 対 し 、 Ａ － Ｂ の 値 に
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デ ポ ジ ッ ト 単 価 （ Ｄ ） を 乗 じ た （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 に 由 来 す る 保 証 金 を 支 払 い 、 Ａ － Ｂ の
値 が 負 で あ る 場 合 に は 、 貸 出 者 か ら 該 特 定 の 卸 売 に 対 し 、 － （ Ａ － Ｂ ） の 値 に デ ポ ジ ッ ト
単 価 （ Ｄ ） を 乗 じ た － （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 に 由 来 す る 保 証 金 を 返 却 す る ス テ ッ プ と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る 方 法 で あ っ て 、 請 求 項 ３ 記 載 の （ ａ ’ ） 、
（ ｂ ’ ） 、 （ ｃ ’ ） 及 び （ ｄ ’ ） の ス テ ッ プ と 、
（ ｐ ’ ） 一 定 期 間 の 期 末 に お い て 、 該 特 定 の 卸 売 が 保 有 す る 、 通 い 容 器 の 在 庫 確 認 数 （ Ｅ
） を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｑ ’ ） 該 一 定 期 間 の 前 期 末 に お け る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ － １ ） と 、 該 一 定 期 間 の 期 末 に お
け る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ ） 及 び 、 該 一 定 期 間 に お け る 受 け 入 れ 合 計 数 （ Ａ ） 、 払 い 出 し 合 計
数 （ Ｂ ） を 用 い て 、 下 記 式 で 導 か れ る 紛 失 数 （ Ｆ ） を コ ン ピ ュ ー タ で 算 出 す る ス テ ッ プ と
、
Ｅ ｎ － １ ＋ Ａ － Ｂ － Ｅ ｎ ＝ Ｆ
（ ｒ ’ ） 該 特 定 の 卸 売 か ら 貸 出 者 に 対 し 、 Ｆ の 値 に 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） を 乗 じ た Ｆ ×Ｄ ’
の 値 に 由 来 す る 賠 償 金 を 支 払 う ス テ ッ プ と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る 方 法 で あ っ て 、
（ ａ ” ） 卸 売 又 は 生 産 者 が 販 売 店 に 商 品 を 販 売 す る 際 に 、 少 な く と も 、 販 売 日 付 、 販 売 に
使 用 し た 通 い 容 器 の 数 、 販 売 先 表 示 を 含 む デ ー タ ３ ’ を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ
と 、
（ ｂ ” ） 販 売 店 が 貸 出 者 に 通 い 容 器 を 返 却 す る 際 に 、 少 な く と も 、 返 却 日 付 、 返 却 し た 通
い 容 器 の 数 、 返 却 元 表 示 を 含 む デ ー タ ４ を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｃ ” ） デ ー タ ３ ’ 及 び デ ー タ ４ を コ ン ピ ュ ー タ で 記 憶 し 蓄 積 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｄ ” ） デ ー タ ３ ’ 及 び デ ー タ ４ の 日 付 と 販 売 先 表 示 、 返 却 元 表 示 を 用 い て 、 一 定 期 間 に
お け る 、 特 定 の 販 売 店 に つ い て の デ ー タ ３ ’ と デ ー タ ４ を コ ン ピ ュ ー タ で 検 出 す る ス テ ッ
プ と 、
（ ｅ ” ） 検 出 さ れ た 、 デ ー タ ３ ’ に お け る 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ 受 け 入 れ 合 計 数 Ａ ） か
ら 、 デ ー タ ４ に お け る 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ 払 い 出 し 合 計 数 Ｂ ） を ひ い た Ａ － Ｂ を コ ン
ピ ュ ー タ で 算 出 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｆ ” ） Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る か 負 で あ る か 零 で あ る か を 判 別 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｇ ” ） Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る 場 合 に は 、 該 特 定 の 販 売 店 か ら 貸 出 者 に 対 し 、 Ａ － Ｂ の 値
に デ ポ ジ ッ ト 単 価 （ Ｄ ） を 乗 じ た （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 に 由 来 す る 保 証 金 を 支 払 い 、 Ａ － Ｂ
の 値 が 負 で あ る 場 合 に は 、 貸 出 者 か ら 該 特 定 の 販 売 店 に 対 し 、 － （ Ａ － Ｂ ） の 値 に デ ポ ジ
ッ ト 単 価 （ Ｄ ） を 乗 じ た － （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 に 由 来 す る 保 証 金 を 返 却 す る ス テ ッ プ と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る 方 法 で あ っ て 、 請 求 項 ５ 記 載 の （ ａ ” ） 、
（ ｂ ” ） 、 （ ｃ ” ） 及 び （ ｄ ” ） の ス テ ッ プ と 、
（ ｐ ” ） 一 定 期 間 の 期 末 に お い て 、 該 特 定 の 販 売 店 が 保 有 す る 、 通 い 容 器 の 在 庫 確 認 数 （
Ｅ ） を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｑ ” ） 該 一 定 期 間 の 前 期 末 に お け る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ － １ ） と 、 該 一 定 期 間 の 期 末 に お
け る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ ） 及 び 、 該 一 定 期 間 に お け る 受 け 入 れ 合 計 数 （ Ａ ） 、 払 い 出 し 合 計
数 （ Ｂ ） を 用 い て 、 下 記 式 で 導 か れ る 紛 失 数 （ Ｆ ） を コ ン ピ ュ ー タ で 算 出 す る ス テ ッ プ と
、
Ｅ ｎ － １ ＋ Ａ － Ｂ － Ｅ ｎ ＝ Ｆ
（ ｒ ” ） 該 特 定 の 販 売 店 か ら 貸 出 者 に 対 し 、 Ｆ の 値 に 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） を 乗 じ た Ｆ ×Ｄ
’ の 値 に 由 来 す る 賠 償 金 を 支 払 う ス テ ッ プ と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
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【 請 求 項 ７ 】
請 求 項 １ 若 し く は ２ 、 ３ 若 し く は ４ 、 及 び ５ 若 し く は ６ 記 載 の 全 て の ス テ ッ プ を 備 え る こ
と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る 方 法 で あ っ て 、
（ ａ ” ’ ） 一 の 当 事 者 （ イ ） が 、 貸 出 者 （ １ ） 又 は 他 の 当 事 者 （ ロ ） か ら 、 通 い 容 器 を 受
け 入 れ る 際 の 、 少 な く と も 、 そ の 受 け 入 れ 日 付 、 受 け 入 れ た 通 い 容 器 の 数 、 及 び 当 事 者 （
イ ） の 表 示 を 含 む デ ー タ ａ を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｂ ” ’ ） 一 の 当 事 者 （ イ ） が 、 他 の 当 事 者 （ ハ ） 又 は 貸 出 者 （ １ ） に 、 通 い 容 器 を 払 い
出 す 際 の 、 少 な く と も 、 そ の 払 い 出 し 日 付 、 払 い 出 し た 通 い 容 器 の 数 、 及 び 当 事 者 （ イ ）
の 表 示 を 含 む デ ー タ ｂ を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｃ ” ’ ） デ ー タ ａ 及 び デ ー タ ｂ を コ ン ピ ュ ー タ で 記 憶 し 蓄 積 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｄ ” ’ ） デ ー タ ａ 及 び デ ー タ ｂ の 日 付 と 当 事 者 表 示 を 用 い て 、 一 定 期 間 に お け る 、 一 の
当 事 者 （ イ ） に つ い て の デ ー タ ａ と デ ー タ ｂ を コ ン ピ ュ ー タ で 検 出 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｅ ” ’ ） 該 検 出 さ れ た デ ー タ ａ 及 び デ ー タ ｂ よ り 、 該 一 定 期 間 に お け る 、 該 一 の 当 事 者
（ イ ） が 受 け 入 れ た 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ Ａ ） か ら 、 該 一 の 当 事 者 （ イ ） が 払 い 出 し た
通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ Ｂ ） を ひ い た Ａ － Ｂ を コ ン ピ ュ ー タ で 算 出 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｆ ” ’ ） Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る か 負 で あ る か 零 で あ る か を 判 別 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｇ ” ’ ） Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る 場 合 に は 、 該 一 の 当 事 者 （ イ ） か ら 貸 出 者 （ １ ） に 対 し
、 Ａ － Ｂ の 値 に デ ポ ジ ッ ト 単 価 （ Ｄ ） を 乗 じ た （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 に 由 来 す る 保 証 金 を 支
払 い 、 一 方 、 Ａ － Ｂ の 値 が 負 で あ る 場 合 に は 、 貸 出 者 （ １ ） か ら 該 一 の 当 事 者 （ イ ） に 対
し 、 － （ Ａ － Ｂ ） の 値 に デ ポ ジ ッ ト 単 価 （ Ｄ ） を 乗 じ た － （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 に 由 来 す る
保 証 金 を 返 却 す る ス テ ッ プ と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る 方 法 で あ っ て 、
請 求 項 ８ 記 載 の （ ａ ” ’ ） 、 （ ｂ ” ’ ） 、 （ ｃ ” ’ ） 及 び （ ｄ ” ’ ） の ス テ ッ プ と 、
（ ｐ ” ’ ） 一 定 期 間 の 期 末 に お い て 、 該 一 の 当 事 者 （ イ ） が 保 有 す る 、 通 い 容 器 の 在 庫 確
認 数 （ Ｅ ） を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｑ ” ’ ） 該 一 定 期 間 の 前 期 末 に お け る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ － １ ） と 、 該 一 定 期 間 の 期 末 に
お け る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ ） 及 び 、 該 一 定 期 間 に お け る 受 け 入 れ 合 計 数 （ Ａ ） 、 払 い 出 し 合
計 数 （ Ｂ ） を 用 い て 、 下 記 式 で 導 か れ る 紛 失 数 （ Ｆ ） を コ ン ピ ュ ー タ で 算 出 す る ス テ ッ プ
と 、
Ｅ ｎ － １ ＋ Ａ － Ｂ － Ｅ ｎ ＝ Ｆ
（ ｒ ” ’ ） 該 一 の 当 事 者 か ら 貸 出 者 に 対 し 、 Ｆ の 値 に 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） を 乗 じ た Ｆ ×Ｄ
’ の 値 に 由 来 す る 賠 償 金 を 支 払 う ス テ ッ プ と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
更 に （ ｈ ） Ａ － Ｂ 若 し く は Ｆ の 値 、 又 は そ れ ら に 由 来 す る 値 と 一 定 の 警 告 条 件 値 を 判 別 し
、 一 定 の 警 告 条 件 を 満 た し た 該 特 定 の 当 事 者 に 対 し て 、 容 器 返 却 を 促 す 警 告 を 発 信 す る ス
テ ッ プ を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ９ 記 載 の 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
更 に （ ｉ ） Ａ － Ｂ の 値 若 し く は Ｆ の 値 、 又 は そ れ ら に 由 来 す る 値 を 基 に し て 、 全 体 の デ ポ
ジ ッ ト 単 価 （ Ｄ ） 若 し く は 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） 又 は 個 々 の 当 事 者 に 対 す る デ ポ ジ ッ ト 単 価
（ Ｄ ） 若 し く は 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） を 変 動 さ せ る ス テ ッ プ を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ ～ １ ０ 記 載 の 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る シ ス テ ム で あ っ て 、
（ ａ ） 貸 出 者 が 生 産 者 に 通 い 容 器 を 貸 し 出 す 際 の 、 少 な く と も 、 貸 出 日 付 、 貸 し 出 し た 通
い 容 器 の 数 、 貸 出 先 表 示 を 含 む デ ー タ １ を 入 力 す る 入 力 手 段 １ 又 は 、 そ れ ら の デ ー タ １ を
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受 信 す る 受 信 手 段 １ と 、
（ ｂ ） 生 産 者 が 卸 売 又 は 販 売 店 に 商 品 を 販 売 す る 際 の 、 少 な く と も 、 販 売 日 付 、 販 売 に 使
用 し た 通 い 容 器 の 数 、 販 売 元 表 示 を 含 む デ ー タ ２ を 入 力 す る 入 力 手 段 ２ 又 は 、 そ れ ら の デ
ー タ ２ を 受 信 す る 受 信 手 段 ２ と 、
（ ｃ ） デ ー タ １ 及 び デ ー タ ２ を 記 憶 し 蓄 積 す る 記 憶 手 段 と
（ ｄ ） デ ー タ １ 及 び デ ー タ ２ の 、 日 付 、 貸 出 先 表 示 、 販 売 元 表 示 を 用 い て 、 一 定 期 間 に お
け る 、 特 定 の 生 産 者 に つ い て の デ ー タ １ と デ ー タ ２ を 検 出 す る 検 出 手 段 と 、
（ ｅ ） 検 出 さ れ た 、 デ ー タ １ に お け る 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ Ａ ） か ら 、 デ ー タ ２ に お け
る 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ Ｂ ） を ひ い た Ａ － Ｂ 又 は そ れ に 由 来 す る 数 値 を 算 出 す る 算 出 手
段 と 、
（ ｍ ） Ａ － Ｂ の 数 値 又 は そ れ に 由 来 す る 数 値 を 画 像 表 示 、 印 字 、 又 は 電 子 情 報 に よ っ て 出
力 す る 出 力 手 段 、 そ の 数 値 を 内 部 の コ ン ピ ュ ー タ の 次 ス テ ッ プ に 伝 達 す る 手 段 、 又 は 外 部
の コ ン ピ ュ ー タ 又 は Ｆ Ａ Ｘ に 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ３ 】
商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る シ ス テ ム で あ っ て 、
（ ａ ’ ） 生 産 者 が 卸 売 に 商 品 を 販 売 す る 際 の 、 少 な く と も 、 販 売 日 付 、 販 売 に 使 用 し た 通
い 容 器 の 数 、 及 び 販 売 先 表 示 を 含 む デ ー タ ２ ’ を 入 力 す る 入 力 手 段 ２ ’ 又 は 、 そ れ ら の デ
ー タ ２ ’ を 受 信 す る 受 信 手 段 ２ と 、
（ ｂ ’ ） 卸 売 が 他 の 卸 売 又 は 販 売 店 に 商 品 を 販 売 す る 際 に 、 少 な く と も 、 販 売 日 付 、 販 売
に 使 用 し た 通 い 容 器 の 数 、 販 売 元 表 示 、 及 び 販 売 先 表 示 を 含 む デ ー タ ３ を コ ン ピ ュ ー タ に
入 力 す る 入 力 手 段 ３ 又 は 、 そ れ ら の デ ー タ ３ を 受 信 す る 受 信 手 段 ３ と 、
（ ｃ ’ ） デ ー タ ２ ’ 及 び デ ー タ ３ を 記 憶 し 蓄 積 す る 記 憶 手 段 と 、
（ ｄ ’ ） デ ー タ ２ ’ 及 び デ ー タ ３ の 、 日 付 と 販 売 先 表 示 、 販 売 元 表 示 を 用 い て 、 一 定 期 間
に お け る 、 特 定 の 卸 売 に つ い て の デ ー タ ２ ’ と デ ー タ ３ を 検 出 す る 検 出 手 段 と 、
（ ｅ ’ ） 検 出 さ れ た デ ー タ ２ ’ 及 び デ ー タ ３ に お け る 、 該 特 定 の 卸 売 が 販 売 先 で あ る デ ー
タ の 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ 受 け 入 れ 合 計 数 Ａ ） か ら 、 該 特 定 の 卸 売 が 販 売 元 で あ る デ ー
タ の 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ 払 い 出 し 合 計 数 Ｂ ） を ひ い た Ａ － Ｂ 又 は そ れ に 由 来 す る 数 値
を 算 出 す る 算 出 手 段 と 、
（ ｍ ’ ） Ａ － Ｂ の 数 値 又 は そ れ に 由 来 す る 数 値 を 画 像 表 示 、 印 字 、 又 は 電 子 情 報 に よ っ て
出 力 す る 出 力 手 段 、 そ の 数 値 を 内 部 の コ ン ピ ュ ー タ の 次 ス テ ッ プ に 伝 達 す る 手 段 、 又 は 外
部 の コ ン ピ ュ ー タ 又 は Ｆ Ａ Ｘ に 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ４ 】
商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る シ ス テ ム で あ っ て 、
（ ａ ” ） 卸 売 又 は 生 産 者 が 販 売 店 に 商 品 を 販 売 す る 際 の 、 少 な く と も 、 販 売 日 付 、 販 売 に
使 用 し た 通 い 容 器 の 数 、 販 売 先 表 示 を 含 む デ ー タ ３ ’ を 入 力 す る 入 力 手 段 ３ 又 は 、 そ れ ら
の デ ー タ ３ ’ を 受 信 す る 受 信 手 段 ３ と 、
（ ｂ ” ） 販 売 店 が 貸 出 者 に 通 い 容 器 を 返 却 す る 際 の 、 少 な く と も 、 返 却 日 付 、 返 却 し た 通
い 容 器 の 数 、 返 却 元 表 示 を 含 む デ ー タ ４ を 入 力 す る 入 力 手 段 ４ 又 は 、 そ れ ら の デ ー タ ４ を
受 信 す る 受 信 手 段 ４ と 、
（ ｃ ” ） デ ー タ ３ ’ 及 び デ ー タ ４ を 記 憶 し 蓄 積 す る 記 憶 手 段 と 、
（ ｄ ” ） デ ー タ ３ ’ 及 び デ ー タ ４ の 日 付 と 販 売 先 表 示 、 返 却 元 表 示 を 用 い て 、 一 定 期 間 に
お け る 、 特 定 の 販 売 店 に つ い て の デ ー タ ３ ’ と デ ー タ ４ を 検 出 す る 検 出 手 段 と 、
（ ｅ ” ） 検 出 さ れ た 、 デ ー タ ３ ’ に お け る 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ 受 け 入 れ 合 計 数 Ａ ） か
ら 、 デ ー タ ４ に お け る 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ 払 い 出 し 合 計 数 Ｂ ） を ひ い た Ａ － Ｂ 、 又 は
そ れ に 由 来 す る 数 値 を 算 出 す る 算 出 手 段 と 、
（ ｍ ” ） Ａ － Ｂ の 数 値 又 は そ れ に 由 来 す る 数 値 を 画 像 表 示 、 印 字 、 又 は 電 子 情 報 に よ っ て
出 力 す る 出 力 手 段 、 そ の 数 値 を 内 部 の コ ン ピ ュ ー タ の 次 ス テ ッ プ に 伝 達 す る 手 段 、 又 は 外
部 の コ ン ピ ュ ー タ 又 は Ｆ Ａ Ｘ に 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
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を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ５ 】
請 求 項 １ ２ ～ １ ４ 記 載 の 全 て の 手 段 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 シ ス テ
ム 。
【 請 求 項 １ ６ 】
商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る シ ス テ ム で あ っ て 、
（ ａ ” ’ ） 一 の 当 事 者 （ イ ） が 、 貸 出 者 （ １ ） 又 は 他 の 当 事 者 （ ロ ） か ら 、 通 い 容 器 を 受
け 入 れ る 際 の 、 少 な く と も 、 そ の 受 け 入 れ 日 付 、 受 け 入 れ た 通 い 容 器 の 数 、 及 び 当 事 者 （
イ ） の 表 示 を 含 む デ ー タ ａ を 入 力 す る 入 力 手 段 又 は 、 そ れ ら の デ ー タ ａ を 受 信 す る 受 信 手
段 と 、
（ ｂ ” ’ ） 一 の 当 事 者 （ イ ） が 、 他 の 当 事 者 （ ハ ） 又 は 貸 出 者 （ １ ） に 、 通 い 容 器 を 払 い
出 す 際 の 、 少 な く と も 、 そ の 払 い 出 し 日 付 、 払 い 出 し た 通 い 容 器 の 数 、 及 び 当 事 者 （ イ ）
の 表 示 を 含 む デ ー タ ｂ を 入 力 す る 入 力 手 段 又 は 、 そ れ ら の デ ー タ ｂ を 受 信 す る 受 信 手 段 と
、
（ ｃ ” ’ ） デ ー タ ａ 及 び デ ー タ ｂ を コ ン ピ ュ ー タ で 記 憶 し 蓄 積 す る 記 憶 手 段 と 、
（ ｄ ” ’ ） デ ー タ ａ 及 び デ ー タ ｂ の 日 付 と 当 事 者 表 示 を 用 い て 、 一 定 期 間 に お け る 、 一 の
当 事 者 （ イ ） に つ い て の デ ー タ ａ と デ ー タ ｂ を 検 出 す る 検 出 手 段 と 、
（ ｅ ” ’ ） 該 検 出 さ れ た デ ー タ ａ 及 び デ ー タ ｂ よ り 、 該 一 定 期 間 に お け る 、 該 一 の 当 事 者
（ イ ） が 受 け 入 れ た 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ Ａ ） か ら 、 該 一 の 当 事 者 （ イ ） が 払 い 出 し た
通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ Ｂ ） を ひ い た Ａ － Ｂ 、 又 は そ れ に 由 来 す る 数 値 を 算 出 す る 算 出 手
段 と 、
（ ｍ ” ’ ） Ａ － Ｂ の 数 値 又 は そ れ に 由 来 す る 数 値 を 画 像 表 示 、 印 字 、 又 は 電 子 情 報 に よ っ
て 出 力 す る 出 力 手 段 、 そ の 数 値 を 内 部 の コ ン ピ ュ ー タ の 次 ス テ ッ プ に 伝 達 す る 手 段 、 又 は
外 部 の コ ン ピ ュ ー タ 又 は Ｆ Ａ Ｘ に 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ７ 】
更 に （ ｆ ） Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る か 負 で あ る か 零 で あ る か を 判 別 す る 判 別 手 段 と 、 （ ｇ ）
Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る 場 合 に は 、 該 特 定 の 当 事 者 か ら 貸 出 者 に 、 （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 に 由
来 す る 保 証 金 の 支 払 い を し 、 Ａ － Ｂ の 値 が 負 で あ る 場 合 に は 、 貸 出 者 か ら 該 特 定 の 当 事 者
に 対 し 、 － （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 に 由 来 す る 保 証 金 を 返 却 す る た め の 、 保 証 金 支 払 い 返 却 管
理 シ ス テ ム を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ ～ １ ６ 記 載 の 通 い 容 器 の 回 収 管 理 シ ス テ
ム 。
【 請 求 項 １ ８ 】
商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る シ ス テ ム で あ っ て 、 請 求 項 １ ２ ～ １ ６ 記 載
の 各 （ ａ ） 、 （ ｂ ） 、 （ ｃ ） 及 び （ ｄ ） の 手 段 （ 又 は そ れ を ’ 、 ” 、 ” ’ の 記 号 を 付 加 し
た 手 段 に 代 え た 手 段 ） と 、
（ ｐ ） 一 定 期 間 の 期 末 に お い て 、 該 特 定 の 当 事 者 が 保 有 す る 、 通 い 容 器 の 在 庫 確 認 数 （ Ｅ
） を 入 力 す る 入 力 手 段 、 又 は そ れ ら の デ ー タ を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
（ ｑ ） 該 一 定 期 間 の 前 期 末 に お け る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ － １ ） と 、 該 一 定 期 間 の 期 末 に お け
る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ ） 及 び 、 該 一 定 期 間 に お け る 受 け 入 れ 合 計 数 （ Ａ ） 、 払 い 出 し 合 計 数
（ Ｂ ） を 用 い て 、 下 記 式 で 導 か れ る 紛 失 数 （ Ｆ ） を 算 出 す る 算 出 手 段 と 、
Ｅ ｎ － １ ＋ Ａ － Ｂ － Ｅ ｎ ＝ Ｆ
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ９ 】
更 に 、 （ ｒ ） 該 特 定 の 当 事 者 か ら 貸 出 者 に 対 し 、 Ｆ の 値 に 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） を 乗 じ た Ｆ
×Ｄ ’ の 値 に 由 来 す る 賠 償 金 を 支 払 う た め の 、 賠 償 金 支 払 い 管 理 シ ス テ ム を 備 え る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 １ ８ 記 載 の 通 い 容 器 の 回 収 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
更 に （ ｈ ） Ａ － Ｂ の 値 若 し く は Ｆ の 値 、 又 は そ れ ら に 由 来 す る 値 と 一 定 の 警 告 条 件 値 を 判
別 す る 判 別 手 段 と 、 一 定 の 警 告 条 件 を 満 た し た 該 特 定 の 当 事 者 に 対 し て 、 容 器 返 却 を 促 す
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警 告 を 発 信 す る 発 信 手 段 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ ～ １ ９ 記 載 の 通 い 容 器 の 回
収 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ １ 】
更 に （ ｉ ） Ａ － Ｂ の 値 若 し く は Ｆ の 値 、 又 は そ れ ら に 由 来 す る 値 を 基 に し て 、 全 体 の デ ポ
ジ ッ ト 単 価 （ Ｄ ） 若 し く は 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） 、 又 は 個 々 の 当 事 者 に 対 す る デ ポ ジ ッ ト 単
価 （ Ｄ ） 若 し く は 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） を 変 動 さ せ る 変 動 設 定 手 段 を 備 え る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ ２ ～ ２ ０ 記 載 の 通 い 容 器 の 回 収 管 理 シ ス テ ム 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 青 果 物 等 の 生 産 物 や そ の 他 製 造 物 を 含 む 商 品 を 、 生 産 者 （ 製 造 者 ） 、 卸 売 、 販
売 店 の 間 で 流 通 す る 際 に 用 い ら れ る 通 い 容 器 （ 通 称 、 コ ン テ ナ ー ） の 回 収 管 理 方 法 及 び シ
ス テ ム に 関 し 、 更 に 詳 し く は 、 通 い 容 器 の 紛 失 防 止 の た め に 保 証 金 （ デ ポ ジ ッ ト ） 制 度 を
導 入 し た 際 の 当 事 者 間 の 保 証 金 に 関 す る 作 業 や 、 資 金 負 担 、 与 信 管 理 等 に 存 す る 問 題 を 軽
減 し 、 か つ 、 通 い 容 器 の 紛 失 を 軽 減 し 、 通 い 容 器 の 回 収 速 度 を 向 上 す る こ と が で き る 通 い
容 器 の 回 収 管 理 方 法 及 び シ ス テ ム に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
近 年 、 ト マ ト や い ち ご な ど の 商 品 （ 生 産 物 ） を 、 生 産 者 （ 農 協 や 県 経 済 連 及 び 全 農 な ど ）
、 卸 売 （ 元 卸 や 仲 卸 ） 、 販 売 店 （ ス ー パ ー や 生 協 な ど ） の 間 で 流 通 さ せ る 際 に 用 い る 容 器
と し て 、 従 来 用 い ら れ て い た ダ ン ボ ー ル 箱 に 代 え て 、 折 り た た み 可 能 な プ ラ ス チ ッ ク 製 容
器 （ 通 称 、 コ ン テ ナ ー ） を 用 い る こ と が 、 一 部 行 な わ れ て き て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
こ の プ ラ ス チ ッ ク 製 容 器 は 、 果 汁 等 の 染 み 込 み や 運 搬 時 の 破 損 に よ り １ 回 の 流 通 後 、 販 売
店 で 廃 棄 処 分 と さ れ る ダ ン ボ ー ル 箱 と は 異 な り 、 回 収 し 洗 浄 ・ 乾 燥 す れ ば 何 度 で も 再 利 用
が 可 能 で あ る た め 、 ご み の 削 減 が 重 要 な 今 日 、 極 め て 有 用 で あ る 。
ま た 、 こ の プ ラ ス チ ッ ク 製 容 器 は 、 軽 量 で 、 か つ 商 品 （ 生 産 物 ） の 非 収 容 時 に は 簡 単 に 折
り た た み が 可 能 で あ り 、 か つ 、 耐 久 性 に も 優 れ て い る た め 雨 天 下 で の 作 業 が 可 能 で 、 荷 痛
み ロ ス も 少 な く 、 ま た 店 頭 で そ の ま ま 陳 列 で き る た め 、 輸 送 ・ 保 管 ・ 陳 列 を 効 率 化 で き る
と い う 多 大 な 利 点 も 有 し て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
し か し な が ら 、 こ の プ ラ ス チ ッ ク 容 器 は 、 ダ ン ボ ー ル 箱 に 比 べ る と １ 個 当 た り の 製 造 原 価
が 高 い 。 ま た 回 収 再 利 用 を 行 わ な い と 、 ご み の 削 減 と い う 本 容 器 利 用 の 本 来 の 目 的 を 損 な
う 。 そ の た め 、 本 容 器 を 用 い た 、 産 地 か ら 店 頭 を 結 ぶ 流 通 シ ス テ ム と し て 、 プ ラ ス チ ッ ク
容 器 を 販 売 す る の で は な く 、 図 １ に 示 す よ う に 容 器 の 貸 出 者 （ １ ） が 、 容 器 の 値 段 の 何 分
の １ か の レ ン タ ル 料 で 、 容 器 を 生 産 者 （ ２ ） に レ ン タ ル し 、 卸 売 （ ３ ） 、 販 売 店 （ ４ ） を
流 通 し た 後 の 容 器 を 回 収 し 、 洗 浄 乾 燥 後 、 再 度 レ ン タ ル す る と い う 方 法 が 、 採 用 さ れ て い
る 。 以 下 、 こ の 方 法 に 用 い る 容 器 を 、 「 通 い 容 器 」 と い う 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
し か し な が ら 、 こ の レ ン タ ル シ ス テ ム に お い て 大 き な 問 題 に な る の は 、 通 い 容 器 の 回 収 率
の 低 さ （ 紛 失 率 の 高 さ ） で あ る 。 す な わ ち 本 プ ラ ス チ ッ ク 容 器 の 使 い 易 さ か ら 、 本 来 の 目
的 で あ る 流 通 以 外 の 用 途 （ 例 え ば 、 商 品 の 常 用 展 示 や 、 自 己 の 保 管 用 ） に 用 い た り 、 ま た
放 置 ・ 破 棄 し た り す る こ と に よ り 、 レ ン タ ル し た 容 器 の 回 収 率 が 極 端 に 低 く な る と い う 問
題 が あ る 。 す る と 容 器 原 価 よ り か な り 低 く 設 定 し た レ ン タ ル 料 で は 、 到 底 資 金 の 回 収 が で
き ず 、 円 滑 に こ の レ ン タ ル シ ス テ ム を 取 り 進 め る こ と が 難 し く な っ て く る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
こ の 回 収 率 低 下 （ 高 い 紛 失 率 ） の 問 題 を 防 止 す る た め の 一 つ の 方 法 と し て 、 デ ポ ジ ッ ト （
保 証 金 ） 制 度 の 導 入 が 考 え ら れ 、 一 部 実 施 さ れ て き て い た 。
こ の 仕 組 み を 図 ２ に 示 す 。
ま ず 容 器 貸 出 者 （ １ ） が 、 生 産 者 （ ２ ） （ 具 体 的 に は 農 協 や 県 経 済 連 な ど の 生 産 者 団 体 ）
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に 通 い 容 器 を 貸 し 出 す 際 に 、 レ ン タ ル 料 （ 例 え ば １ ０ ０ 円 ／ 個 ） と 共 に デ ポ ジ ッ ト 料 （ 例
え ば ２ ５ ０ 円 ／ 個 ） を 、 そ の レ ン タ ル 個 数 （ 例 え ば １ 万 ケ ー ス ／ 月 ） に 応 じ て 請 求 し 、 領
収 す る （ 例 え ば 、 デ ポ ジ ッ ト 料 だ け で ２ ５ ０ 万 円 ／ 月 と な る ） 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
生 産 者 （ ２ ） は 、 元 卸 （ ３ ） に 、 容 器 に 詰 め た 生 産 物 を 販 売 す る 際 に 、 生 産 物 の 代 金 に 加
え て 、 容 器 の 個 数 に 応 じ た デ ポ ジ ッ ト 料 を 請 求 し 、 そ れ を 領 収 す る 。 同 様 に 、 元 卸 （ ３ ）
は 仲 卸 （ ３ ） に 販 売 す る 際 に 、 生 産 物 の 代 金 に 加 え て 容 器 に つ い て の デ ポ ジ ッ ト 料 を 請 求
・ 領 収 し 、 同 じ く 仲 卸 （ ３ ） は 販 売 店 （ ４ ） （ ス ー パ ー な ど ） に 容 器 の デ ポ ジ ッ ト 料 を 請
求 ・ 領 収 し 、 最 後 に 販 売 店 が 、 通 い 容 器 を 容 器 貸 出 者 に 返 却 す る 際 に 、 そ の デ ポ ジ ッ ト 料
を 請 求 ・ 領 収 す る と い う 仕 組 み で あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
確 か に こ の よ う な デ ポ ジ ッ ト 制 度 を 利 用 す る と 、 容 器 を 返 却 し な け れ ば デ ポ ジ ッ ト 料 金 が
戻 ら な い た め 、 返 却 率 の 低 下 を 防 止 す る こ と は で き る 。
し か し な が ら 、 具 体 的 な 運 用 に お い て は 、 以 下 の 様 な 種 々 の 課 題 点 が 存 在 し 、 こ の シ ス テ
ム の 普 及 の 大 き な 妨 げ と な っ て い た 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
す な わ ち 第 一 に 、 資 金 負 担 や 与 信 の 問 題 で あ る 。 デ ポ ジ ッ ト 料 は 、 容 器 の 返 却 を 促 す 趣 旨
か ら 、 比 較 的 高 い 価 格 で あ る 必 要 が あ る 。 な お デ ポ ジ ッ ト 料 は 、 い っ た ん 容 器 の 「 受 け 入
れ 」 の 際 に 払 っ て も 「 払 い 出 し 」 す れ ば 戻 る た め 、 最 終 的 な 当 事 者 （ 生 産 者 、 卸 売 、 販 売
店 ） の デ ポ ジ ッ ト 料 負 担 は ０ に な る は ず で あ る 。
し か し な が ら 、 一 時 的 と は い え 、 容 器 の 「 受 け 入 れ 」 の 際 に 、 容 器 の 個 数 分 の デ ポ ジ ッ ト
料 を 支 払 う こ と は 、 生 産 者 や 、 卸 売 、 販 売 店 い ず れ に と っ て も 、 少 な く な い 費 用 負 担 で あ
る 。 ま た 容 器 の 「 受 け 入 れ 」 と 「 払 い 出 し 」 に は 時 間 差 等 も あ る た め 、 そ の 間 の 資 金 負 担
と い う 問 題 も あ る 。
ま し て や 、 通 い 容 器 と い う 概 念 も 、 デ ポ ジ ッ ト と い う 概 念 も ほ と ん ど 普 及 し て い な い 今 日
の 日 本 の 、 特 に 青 果 物 流 通 等 に お い て は 、 容 器 に 関 す る デ ポ ジ ッ ト 料 と い う 一 定 額 を 、 生
産 物 の 代 金 と は 別 に 、 領 収 す る こ と に は 多 大 な 抵 抗 が あ る 。 ま た 、 こ う し た デ ポ ジ ッ ト 料
と い う ま と ま っ た 額 の 領 収 を 、 例 え ば 元 卸 と 仲 卸 、 仲 卸 と 販 売 店 と い う 個 々 の 取 引 に お い
て 収 受 す る こ と は 、 相 互 間 の 与 信 管 理 と い う 点 で も 問 題 が あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
第 二 に 、 生 産 者 、 卸 売 、 販 売 店 に お け る 通 い 容 器 の デ ポ ジ ッ ト に 関 す る 作 業 負 担 の 問 題 が
あ る 。 例 え ば 、 生 産 者 か ら 卸 売 、 卸 売 か ら 販 売 店 へ の 生 産 物 の 売 買 は 日 常 的 に 行 わ れ る も
の で あ り 、 そ の 都 度 、 生 産 物 に 用 い ら れ て い る 容 器 の う ち 、 プ ラ ス チ ッ ク の 通 い 容 器 の 数
量 を 確 定 し 、 容 器 の デ ポ ジ ッ ト 料 に つ い て の 請 求 金 額 を 計 算 し 、 請 求 業 務 を 行 い 、 入 金 確
認 す る と い う 作 業 を 、 伝 票 処 理 で 行 う こ と は 、 従 来 に 比 べ て 大 き な 作 業 負 担 を 個 々 の 当 事
者 に か け る こ と に な り 、 こ の シ ス テ ム の 普 及 を 妨 げ る 一 要 因 と な っ て い る 。
【 ０ ０ １ １ 】
本 発 明 は 、 か か る 課 題 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ り 、 通 い 容 器 の 紛 失 防 止 の た め に 保 証 金
（ デ ポ ジ ッ ト ） 制 度 を 導 入 し た 際 の 当 事 者 間 の 保 証 金 に 関 す る 作 業 や 、 資 金 負 担 、 与 信 管
理 等 に 存 す る 問 題 を 軽 減 し 、 か つ 、 通 い 容 器 の 紛 失 を 軽 減 し 、 通 い 容 器 の 回 収 速 度 を 向 上
す る こ と が で き る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 シ ス テ ム 及 び 方 法 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
し か し て 、 本 発 明 の 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 及 び シ ス テ ム は 、 以 下 の と お り で あ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
（ １ ） 商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る 方 法 で あ っ て 、
（ ａ ） 貸 出 者 が 生 産 者 に 通 い 容 器 を 貸 出 す 際 に 、 少 な く と も 、 貸 出 日 付 、 貸 出 し た 通 い 容
器 の 数 、 及 び 貸 出 先 表 示 を 含 む デ ー タ １ を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｂ ） 生 産 者 が 卸 売 又 は 販 売 店 に 商 品 を 販 売 す る 際 に 、 少 な く と も 、 販 売 日 付 、 販 売 に 使
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用 し た 通 い 容 器 の 数 、 及 び 販 売 元 表 示 を 含 む デ ー タ ２ を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ
と 、
（ ｃ ） デ ー タ １ 及 び デ ー タ ２ を コ ン ピ ュ ー タ で 記 憶 し 蓄 積 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｄ ） デ ー タ １ 及 び デ ー タ ２ の 日 付 と レ ン タ ル 先 表 示 、 販 売 元 表 示 を 用 い て 、 一 定 期 間 に
お け る 、 特 定 の 生 産 者 に つ い て の デ ー タ １ と デ ー タ ２ を コ ン ピ ュ ー タ で 検 出 す る ス テ ッ プ
と 、
（ ｅ ） 検 出 さ れ た 、 デ ー タ １ に お け る 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ 受 け 入 れ 合 計 数 Ａ ） か ら 、
デ ー タ ２ に お け る 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ 払 い 出 し 合 計 数 Ｂ ） を ひ い た Ａ － Ｂ を コ ン ピ ュ
ー タ で 算 出 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｆ ） Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る か 負 で あ る か 零 で あ る か を 判 別 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｇ ） Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る 場 合 に は 、 該 特 定 の 生 産 者 か ら 貸 出 者 に 対 し 、 Ａ － Ｂ の 値 に
デ ポ ジ ッ ト 単 価 （ Ｄ ） を 乗 じ た （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 に 由 来 す る 保 証 金 を 支 払 い 、 一 方 、 Ａ
－ Ｂ の 値 が 負 で あ る 場 合 に は 、 貸 出 者 か ら 該 特 定 の 生 産 者 に 対 し 、 － （ Ａ － Ｂ ） の 値 に デ
ポ ジ ッ ト 単 価 （ Ｄ ） を 乗 じ た － （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 に 由 来 す る 保 証 金 を 返 却 す る ス テ ッ プ
と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 ０ ０ １ ４ 】
（ ２ ） 商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る 方 法 で あ っ て 、 上 記 （ １ ） 記 載 の （
ａ ） 、 （ ｂ ） 、 （ ｃ ） 及 び （ ｄ ） の ス テ ッ プ と 、
（ ｐ ） 一 定 期 間 の 期 末 に お い て 、 該 特 定 の 生 産 者 が 保 有 す る 、 通 い 容 器 の 在 庫 確 認 数 （ Ｅ
） を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｑ ） 該 一 定 期 間 の 前 期 末 に お け る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ － １ ） と 、 該 一 定 期 間 の 期 末 に お け
る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ ） 及 び 、 該 一 定 期 間 に お け る 受 け 入 れ 合 計 数 （ Ａ ） 、 払 い 出 し 合 計 数
（ Ｂ ） を 用 い て 、 下 記 式 で 導 か れ る 紛 失 数 （ Ｆ ） を コ ン ピ ュ ー タ で 算 出 す る ス テ ッ プ と 、
Ｅ ｎ － １ ＋ Ａ － Ｂ － Ｅ ｎ ＝ Ｆ
（ ｒ ） 該 特 定 の 生 産 者 か ら 貸 出 者 に 対 し 、 Ｆ の 値 に 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） を 乗 じ た Ｆ ×Ｄ ’
の 値 に 由 来 す る 賠 償 金 を 支 払 う ス テ ッ プ と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 ０ ０ １ ５ 】
（ ３ ） 商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る 方 法 で あ っ て 、
（ ａ ’ ） 生 産 者 が 卸 売 に 商 品 を 販 売 す る 際 に 、 少 な く と も 、 販 売 日 付 、 販 売 に 使 用 し た 通
い 容 器 の 数 、 及 び 販 売 先 表 示 を 含 む デ ー タ ２ ’ を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｂ ’ ） 卸 売 が 他 の 卸 売 又 は 販 売 店 に 商 品 を 販 売 す る 際 に 、 少 な く と も 、 販 売 日 付 、 販 売
に 使 用 し た 通 い 容 器 の 数 、 販 売 元 表 示 、 及 び 販 売 先 表 示 を 含 む デ ー タ ３ を コ ン ピ ュ ー タ に
入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｃ ’ ） デ ー タ ２ ’ 及 び デ ー タ ３ を コ ン ピ ュ ー タ で 記 憶 し 蓄 積 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｄ ’ ） デ ー タ ２ ’ 及 び デ ー タ ３ の 、 日 付 と 販 売 先 表 示 、 販 売 元 表 示 を 用 い て 、 一 定 期 間
に お け る 、 特 定 の 卸 売 を 販 売 先 若 し く は 販 売 元 と す る デ ー タ ２ ’ と デ ー タ ３ を コ ン ピ ュ ー
タ で 検 出 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｅ ’ ） 検 出 さ れ た デ ー タ ２ ’ 及 び デ ー タ ３ に お け る 、 該 特 定 の 卸 売 が 販 売 先 で あ る デ ー
タ の 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ 受 け 入 れ 合 計 数 Ａ ） か ら 、 該 特 定 の 卸 売 が 販 売 元 で あ る デ ー
タ の 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ 払 い 出 し 合 計 数 Ｂ ） を ひ い た Ａ － Ｂ を コ ン ピ ュ ー タ で 算 出 す
る ス テ ッ プ と 、
（ ｆ ’ ） Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る か 負 で あ る か 零 で あ る か を 判 別 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｇ ’ ） Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る 場 合 に は 、 該 特 定 の 卸 売 か ら 貸 出 者 に 対 し 、 Ａ － Ｂ の 値 に
デ ポ ジ ッ ト 単 価 （ Ｄ ） を 乗 じ た （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 に 由 来 す る 保 証 金 を 支 払 い 、 Ａ － Ｂ の
値 が 負 で あ る 場 合 に は 、 貸 出 者 か ら 該 特 定 の 卸 売 に 対 し 、 － （ Ａ － Ｂ ） の 値 に デ ポ ジ ッ ト
単 価 （ Ｄ ） を 乗 じ た － （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 に 由 来 す る 保 証 金 を 返 却 す る ス テ ッ プ と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 ０ ０ １ ６ 】
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（ ４ ） 商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る 方 法 で あ っ て 、 上 記 （ ３ ） 記 載 の （
ａ ’ ） 、 （ ｂ ’ ） 、 （ ｃ ’ ） 及 び （ ｄ ’ ） の ス テ ッ プ と 、
（ ｐ ’ ） 一 定 期 間 の 期 末 に お い て 、 該 特 定 の 卸 売 が 保 有 す る 、 通 い 容 器 の 在 庫 確 認 数 （ Ｅ
） を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｑ ’ ） 該 一 定 期 間 の 前 期 末 に お け る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ － １ ） と 、 該 一 定 期 間 の 期 末 に お
け る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ ） 及 び 、 該 一 定 期 間 に お け る 受 け 入 れ 合 計 数 （ Ａ ） 、 払 い 出 し 合 計
数 （ Ｂ ） を 用 い て 、 下 記 式 で 導 か れ る 紛 失 数 （ Ｆ ） を コ ン ピ ュ ー タ で 算 出 す る ス テ ッ プ と
、
Ｅ ｎ － １ ＋ Ａ － Ｂ － Ｅ ｎ ＝ Ｆ
（ ｒ ’ ） 該 特 定 の 卸 売 か ら 貸 出 者 に 対 し 、 Ｆ の 値 に 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） を 乗 じ た Ｆ ×Ｄ ’
の 値 に 由 来 す る 賠 償 金 を 支 払 う ス テ ッ プ と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 ０ ０ １ ７ 】
（ ５ ） 商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る 方 法 で あ っ て 、
（ ａ ” ） 卸 売 又 は 生 産 者 が 販 売 店 に 商 品 を 販 売 す る 際 に 、 少 な く と も 、 販 売 日 付 、 販 売 に
使 用 し た 通 い 容 器 の 数 、 販 売 先 表 示 を 含 む デ ー タ ３ ’ を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ
と 、
（ ｂ ” ） 販 売 店 が 貸 出 者 に 通 い 容 器 を 返 却 す る 際 に 、 少 な く と も 、 返 却 日 付 、 返 却 し た 通
い 容 器 の 数 、 返 却 元 表 示 を 含 む デ ー タ ４ を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｃ ” ） デ ー タ ３ ’ 及 び デ ー タ ４ を コ ン ピ ュ ー タ で 記 憶 し 蓄 積 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｄ ” ） デ ー タ ３ ’ 及 び デ ー タ ４ の 日 付 と 販 売 先 表 示 、 返 却 元 表 示 を 用 い て 、 一 定 期 間 に
お け る 、 特 定 の 販 売 店 に つ い て の デ ー タ ３ ’ と デ ー タ ４ を コ ン ピ ュ ー タ で 検 出 す る ス テ ッ
プ と 、
（ ｅ ” ） 検 出 さ れ た 、 デ ー タ ３ ’ に お け る 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ 受 け 入 れ 合 計 数 Ａ ） か
ら 、 デ ー タ ４ に お け る 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ 払 い 出 し 合 計 数 Ｂ ） を ひ い た Ａ － Ｂ を コ ン
ピ ュ ー タ で 算 出 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｆ ” ） Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る か 負 で あ る か 零 で あ る か を 判 別 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｇ ” ） Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る 場 合 に は 、 該 特 定 の 販 売 店 か ら 貸 出 者 に 対 し 、 Ａ － Ｂ の 値
に デ ポ ジ ッ ト 単 価 （ Ｄ ） を 乗 じ た （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 に 由 来 す る 保 証 金 を 支 払 い 、 Ａ － Ｂ
の 値 が 負 で あ る 場 合 に は 、 貸 出 者 か ら 該 特 定 の 販 売 店 に 対 し 、 － （ Ａ － Ｂ ） の 値 に デ ポ ジ
ッ ト 単 価 （ Ｄ ） を 乗 じ た － （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 に 由 来 す る 保 証 金 を 返 却 す る ス テ ッ プ と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 ０ ０ １ ８ 】
（ ６ ） 商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る 方 法 で あ っ て 、 上 記 （ ５ ） 記 載 の （
ａ ” ） 、 （ ｂ ” ） 、 （ ｃ ” ） 及 び （ ｄ ” ） の ス テ ッ プ と 、
（ ｐ ” ） 一 定 期 間 の 期 末 に お い て 、 該 特 定 の 販 売 店 が 保 有 す る 、 通 い 容 器 の 在 庫 確 認 数 （
Ｅ ） を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｑ ” ） 該 一 定 期 間 の 前 期 末 に お け る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ － １ ） と 、 該 一 定 期 間 の 期 末 に お
け る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ ） 及 び 、 該 一 定 期 間 に お け る 受 け 入 れ 合 計 数 （ Ａ ） 、 払 い 出 し 合 計
数 （ Ｂ ） を 用 い て 、 下 記 式 で 導 か れ る 紛 失 数 （ Ｆ ） を コ ン ピ ュ ー タ で 算 出 す る ス テ ッ プ と
、
Ｅ ｎ － １ ＋ Ａ － Ｂ － Ｅ ｎ ＝ Ｆ
（ ｒ ” ） 該 特 定 の 販 売 店 か ら 貸 出 者 に 対 し 、 Ｆ の 値 に 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） を 乗 じ た Ｆ ×Ｄ
’ の 値 に 由 来 す る 賠 償 金 を 支 払 う ス テ ッ プ と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 ０ ０ １ ９ 】
（ ７ ） 上 記 （ １ ） 若 し く は （ ２ ） 、 （ ３ ） 若 し く は （ ４ ） 、 及 び （ ５ ） 若 し く は （ ６ ） 記
載 の 全 て の ス テ ッ プ を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
（ ８ ） 商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る 方 法 で あ っ て 、
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（ ａ ” ’ ） 一 の 当 事 者 （ イ ） が 、 貸 出 者 （ １ ） 又 は 他 の 当 事 者 （ ロ ） か ら 、 通 い 容 器 を 受
け 入 れ る 際 の 、 少 な く と も 、 そ の 受 け 入 れ 日 付 、 受 け 入 れ た 通 い 容 器 の 数 、 及 び 当 事 者 （
イ ） の 表 示 を 含 む デ ー タ ａ を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｂ ” ’ ） 一 の 当 事 者 （ イ ） が 、 他 の 当 事 者 （ ハ ） 又 は 貸 出 者 （ １ ） に 、 通 い 容 器 を 払 い
出 す 際 の 、 少 な く と も 、 そ の 払 い 出 し 日 付 、 払 い 出 し た 通 い 容 器 の 数 、 及 び 当 事 者 （ イ ）
の 表 示 を 含 む デ ー タ ｂ を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｃ ” ’ ） デ ー タ ａ 及 び デ ー タ ｂ を コ ン ピ ュ ー タ で 記 憶 し 蓄 積 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｄ ” ’ ） デ ー タ ａ 及 び デ ー タ ｂ の 日 付 と 当 事 者 表 示 を 用 い て 、 一 定 期 間 に お け る 、 一 の
当 事 者 （ イ ） に つ い て の デ ー タ ａ と デ ー タ ｂ を コ ン ピ ュ ー タ で 検 出 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｅ ” ’ ） 該 検 出 さ れ た デ ー タ ａ 及 び デ ー タ ｂ よ り 、 該 一 定 期 間 に お け る 、 該 一 の 当 事 者
（ イ ） が 受 け 入 れ た 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ Ａ ） か ら 、 該 一 の 当 事 者 （ イ ） が 払 い 出 し た
通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ Ｂ ） を ひ い た Ａ － Ｂ を コ ン ピ ュ ー タ で 算 出 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｆ ” ’ ） Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る か 負 で あ る か 零 で あ る か を 判 別 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｇ ” ’ ） Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る 場 合 に は 、 該 一 の 当 事 者 （ イ ） か ら 貸 出 者 （ １ ） に 対 し
、 Ａ － Ｂ の 値 に デ ポ ジ ッ ト 単 価 （ Ｄ ） を 乗 じ た （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 に 由 来 す る 保 証 金 を 支
払 い 、 一 方 、 Ａ － Ｂ の 値 が 負 で あ る 場 合 に は 、 貸 出 者 （ １ ） か ら 該 一 の 当 事 者 （ イ ） に 対
し 、 － （ Ａ － Ｂ ） の 値 に デ ポ ジ ッ ト 単 価 （ Ｄ ） を 乗 じ た － （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 に 由 来 す る
保 証 金 を 返 却 す る ス テ ッ プ と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 ０ ０ ２ １ 】
（ ９ ） 商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る 方 法 で あ っ て 、
上 記 （ ８ ） 記 載 の （ ａ ” ’ ） 、 （ ｂ ” ’ ） 、 （ ｃ ” ’ ） 及 び （ ｄ ” ’ ） の ス テ ッ プ と 、
（ ｐ ” ’ ） 一 定 期 間 の 期 末 に お い て 、 該 一 の 当 事 者 （ イ ） が 保 有 す る 、 通 い 容 器 の 在 庫 確
認 数 （ Ｅ ） を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｑ ” ’ ） 該 一 定 期 間 の 前 期 末 に お け る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ － １ ） と 、 該 一 定 期 間 の 期 末 に
お け る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ ） 及 び 、 該 一 定 期 間 に お け る 受 け 入 れ 合 計 数 （ Ａ ） 、 払 い 出 し 合
計 数 （ Ｂ ） を 用 い て 、 下 記 式 で 導 か れ る 紛 失 数 （ Ｆ ） を コ ン ピ ュ ー タ で 算 出 す る ス テ ッ プ
と 、
Ｅ ｎ － １ ＋ Ａ － Ｂ － Ｅ ｎ ＝ Ｆ
（ ｒ ” ’ ） 該 一 の 当 事 者 か ら 貸 出 者 に 対 し 、 Ｆ の 値 に 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） を 乗 じ た Ｆ ×Ｄ
’ の 値 に 由 来 す る 賠 償 金 を 支 払 う ス テ ッ プ と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
（ １ ０ ） 更 に （ ｈ ） Ａ － Ｂ 若 し く は Ｆ の 値 、 又 は そ れ ら に 由 来 す る 値 と 一 定 の 警 告 条 件 値
を 判 別 し 、 一 定 の 警 告 条 件 を 満 た し た 該 特 定 の 当 事 者 に 対 し て 、 容 器 返 却 を 促 す 警 告 を 発
信 す る ス テ ッ プ を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 上 記 （ １ ） な い し （ ９ ） 記 載 の 通 い 容 器 の 回 収
管 理 方 法 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
（ １ １ ） 更 に （ ｉ ） Ａ － Ｂ の 値 若 し く は Ｆ の 値 、 又 は そ れ ら に 由 来 す る 値 を 基 に し て 、 全
体 の デ ポ ジ ッ ト 単 価 （ Ｄ ） 若 し く は 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） 又 は 個 々 の 当 事 者 に 対 す る デ ポ ジ
ッ ト 単 価 （ Ｄ ） 若 し く は 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） を 変 動 さ せ る ス テ ッ プ を 備 え る こ と を 特 徴 と
す る 上 記 （ １ ） ～ （ １ ０ ） 記 載 の 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
（ １ ２ ） 商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る シ ス テ ム で あ っ て 、
（ ａ ） 貸 出 者 が 生 産 者 に 通 い 容 器 を 貸 し 出 す 際 の 、 少 な く と も 、 貸 出 日 付 、 貸 し 出 し た 通
い 容 器 の 数 、 貸 出 先 表 示 を 含 む デ ー タ １ を 入 力 す る 入 力 手 段 １ 又 は 、 そ れ ら の デ ー タ １ を
受 信 す る 受 信 手 段 １ と 、
（ ｂ ） 生 産 者 が 卸 売 又 は 販 売 店 に 商 品 を 販 売 す る 際 の 、 少 な く と も 、 販 売 日 付 、 販 売 に 使
用 し た 通 い 容 器 の 数 、 販 売 元 表 示 を 含 む デ ー タ ２ を 入 力 す る 入 力 手 段 ２ 又 は 、 そ れ ら の デ
ー タ ２ を 受 信 す る 受 信 手 段 ２ と 、
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（ ｃ ） デ ー タ １ 及 び デ ー タ ２ を 記 憶 し 蓄 積 す る 記 憶 手 段 と
（ ｄ ） デ ー タ １ 及 び デ ー タ ２ の 、 日 付 、 貸 出 先 表 示 、 販 売 元 表 示 を 用 い て 、 一 定 期 間 に お
け る 、 特 定 の 生 産 者 に つ い て の デ ー タ １ と デ ー タ ２ を 検 出 す る 検 出 手 段 と 、
（ ｅ ） 検 出 さ れ た 、 デ ー タ １ に お け る 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ Ａ ） か ら 、 デ ー タ ２ に お け
る 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ Ｂ ） を ひ い た Ａ － Ｂ 又 は そ れ に 由 来 す る 数 値 を 算 出 す る 算 出 手
段 と 、
（ ｍ ） Ａ － Ｂ の 数 値 又 は そ れ に 由 来 す る 数 値 を 画 像 表 示 、 印 字 、 又 は 電 子 情 報 に よ っ て 出
力 す る 出 力 手 段 、 そ の 数 値 を 内 部 の コ ン ピ ュ ー タ の 次 ス テ ッ プ に 伝 達 す る 手 段 、 又 は 外 部
の コ ン ピ ュ ー タ 又 は Ｆ Ａ Ｘ に 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 シ ス テ ム 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
（ １ ３ ） 商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る シ ス テ ム で あ っ て 、
（ ａ ’ ） 生 産 者 が 卸 売 に 商 品 を 販 売 す る 際 の 、 少 な く と も 、 販 売 日 付 、 販 売 に 使 用 し た 通
い 容 器 の 数 、 及 び 販 売 先 表 示 を 含 む デ ー タ ２ ’ を 入 力 す る 入 力 手 段 ２ ’ 又 は 、 そ れ ら の デ
ー タ ２ ’ を 受 信 す る 受 信 手 段 ２ と 、
（ ｂ ’ ） 卸 売 が 他 の 卸 売 又 は 販 売 店 に 商 品 を 販 売 す る 際 に 、 少 な く と も 、 販 売 日 付 、 販 売
に 使 用 し た 通 い 容 器 の 数 、 販 売 元 表 示 、 及 び 販 売 先 表 示 を 含 む デ ー タ ３ を コ ン ピ ュ ー タ に
入 力 す る 入 力 手 段 ３ 又 は 、 そ れ ら の デ ー タ ３ を 受 信 す る 受 信 手 段 ３ と 、
（ ｃ ’ ） デ ー タ ２ ’ 及 び デ ー タ ３ を 記 憶 し 蓄 積 す る 記 憶 手 段 と 、
（ ｄ ’ ） デ ー タ ２ ’ 及 び デ ー タ ３ の 、 日 付 と 販 売 先 表 示 、 販 売 元 表 示 を 用 い て 、 一 定 期 間
に お け る 、 特 定 の 卸 売 に つ い て の デ ー タ ２ ’ と デ ー タ ３ を 検 出 す る 検 出 手 段 と 、
（ ｅ ’ ） 検 出 さ れ た デ ー タ ２ ’ 及 び デ ー タ ３ に お け る 、 該 特 定 の 卸 売 が 販 売 先 で あ る デ ー
タ の 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ 受 け 入 れ 合 計 数 Ａ ） か ら 、 該 特 定 の 卸 売 が 販 売 元 で あ る デ ー
タ の 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ 払 い 出 し 合 計 数 Ｂ ） を ひ い た Ａ － Ｂ 又 は そ れ に 由 来 す る 数 値
を 算 出 す る 算 出 手 段 と 、
（ ｍ ’ ） Ａ － Ｂ の 数 値 又 は そ れ に 由 来 す る 数 値 を 画 像 表 示 、 印 字 、 又 は 電 子 情 報 に よ っ て
出 力 す る 出 力 手 段 、 そ の 数 値 を 内 部 の コ ン ピ ュ ー タ の 次 ス テ ッ プ に 伝 達 す る 手 段 、 又 は 外
部 の コ ン ピ ュ ー タ 又 は Ｆ Ａ Ｘ に 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 シ ス テ ム 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
（ １ ４ ） 商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る シ ス テ ム で あ っ て 、
（ ａ ” ） 卸 売 又 は 生 産 者 が 販 売 店 に 商 品 を 販 売 す る 際 の 、 少 な く と も 、 販 売 日 付 、 販 売 に
使 用 し た 通 い 容 器 の 数 、 販 売 先 表 示 を 含 む デ ー タ ３ ’ を 入 力 す る 入 力 手 段 ３ 又 は 、 そ れ ら
の デ ー タ ３ ’ を 受 信 す る 受 信 手 段 ３ と 、
（ ｂ ” ） 販 売 店 が 貸 出 者 に 通 い 容 器 を 返 却 す る 際 の 、 少 な く と も 、 返 却 日 付 、 返 却 し た 通
い 容 器 の 数 、 返 却 元 表 示 を 含 む デ ー タ ４ を 入 力 す る 入 力 手 段 ４ 又 は 、 そ れ ら の デ ー タ ４ を
受 信 す る 受 信 手 段 ４ と 、
（ ｃ ” ） デ ー タ ３ ’ 及 び デ ー タ ４ を 記 憶 し 蓄 積 す る 記 憶 手 段 と 、
（ ｄ ” ） デ ー タ ３ ’ 及 び デ ー タ ４ の 日 付 と 販 売 先 表 示 、 返 却 元 表 示 を 用 い て 、 一 定 期 間 に
お け る 、 特 定 の 販 売 店 に つ い て の デ ー タ ３ ’ と デ ー タ ４ を 検 出 す る 検 出 手 段 と 、
（ ｅ ” ） 検 出 さ れ た 、 デ ー タ ３ ’ に お け る 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ 受 け 入 れ 合 計 数 Ａ ） か
ら 、 デ ー タ ４ に お け る 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ 払 い 出 し 合 計 数 Ｂ ） を ひ い た Ａ － Ｂ 、 又 は
そ れ に 由 来 す る 数 値 を 算 出 す る 算 出 手 段 と 、
（ ｍ ” ） Ａ － Ｂ の 数 値 又 は そ れ に 由 来 す る 数 値 を 画 像 表 示 、 印 字 、 又 は 電 子 情 報 に よ っ て
出 力 す る 出 力 手 段 、 そ の 数 値 を 内 部 の コ ン ピ ュ ー タ の 次 ス テ ッ プ に 伝 達 す る 手 段 、 又 は 外
部 の コ ン ピ ュ ー タ 又 は Ｆ Ａ Ｘ に 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 シ ス テ ム 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
（ １ ５ ） 上 記 （ １ ２ ） ～ （ １ ４ ） 記 載 の 全 て の 手 段 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の
回 収 管 理 シ ス テ ム 。
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【 ０ ０ ２ ８ 】
（ １ ６ ） 商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る シ ス テ ム で あ っ て 、
（ ａ ” ’ ） 一 の 当 事 者 （ イ ） が 、 貸 出 者 （ １ ） 又 は 他 の 当 事 者 （ ロ ） か ら 、 通 い 容 器 を 受
け 入 れ る 際 の 、 少 な く と も 、 そ の 受 け 入 れ 日 付 、 受 け 入 れ た 通 い 容 器 の 数 、 及 び 当 事 者 （
イ ） の 表 示 を 含 む デ ー タ ａ を 入 力 す る 入 力 手 段 又 は 、 そ れ ら の デ ー タ ａ を 受 信 す る 受 信 手
段 と 、
（ ｂ ” ’ ） 一 の 当 事 者 （ イ ） が 、 他 の 当 事 者 （ ハ ） 又 は 貸 出 者 （ １ ） に 、 通 い 容 器 を 払 い
出 す 際 の 、 少 な く と も 、 そ の 払 い 出 し 日 付 、 払 い 出 し た 通 い 容 器 の 数 、 及 び 当 事 者 （ イ ）
の 表 示 を 含 む デ ー タ ｂ を 入 力 す る 入 力 手 段 又 は 、 そ れ ら の デ ー タ ｂ を 受 信 す る 受 信 手 段 と
、
（ ｃ ” ’ ） デ ー タ ａ 及 び デ ー タ ｂ を コ ン ピ ュ ー タ で 記 憶 し 蓄 積 す る 記 憶 手 段 と 、
（ ｄ ” ’ ） デ ー タ ａ 及 び デ ー タ ｂ の 日 付 と 当 事 者 表 示 を 用 い て 、 一 定 期 間 に お け る 、 一 の
当 事 者 （ イ ） に つ い て の デ ー タ ａ と デ ー タ ｂ を 検 出 す る 検 出 手 段 と 、
（ ｅ ” ’ ） 該 検 出 さ れ た デ ー タ ａ 及 び デ ー タ ｂ よ り 、 該 一 定 期 間 に お け る 、 該 一 の 当 事 者
（ イ ） が 受 け 入 れ た 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ Ａ ） か ら 、 該 一 の 当 事 者 （ イ ） が 払 い 出 し た
通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ Ｂ ） を ひ い た Ａ － Ｂ 、 又 は そ れ に 由 来 す る 数 値 を 算 出 す る 算 出 手
段 と 、
（ ｍ ” ’ ） Ａ － Ｂ の 数 値 又 は そ れ に 由 来 す る 数 値 を 画 像 表 示 、 印 字 、 又 は 電 子 情 報 に よ っ
て 出 力 す る 出 力 手 段 、 そ の 数 値 を 内 部 の コ ン ピ ュ ー タ の 次 ス テ ッ プ に 伝 達 す る 手 段 、 又 は
外 部 の コ ン ピ ュ ー タ 又 は Ｆ Ａ Ｘ に 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 シ ス テ ム 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
（ １ ７ ） 更 に （ ｆ ） Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る か 負 で あ る か 零 で あ る か を 判 別 す る 判 別 手 段 と
、 （ ｇ ） Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る 場 合 に は 、 該 特 定 の 当 事 者 か ら 貸 出 者 に 、 （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ
の 値 に 由 来 す る 保 証 金 の 支 払 い を し 、 Ａ － Ｂ の 値 が 負 で あ る 場 合 に は 、 貸 出 者 か ら 該 特 定
の 当 事 者 に 対 し 、 － （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 に 由 来 す る 保 証 金 を 返 却 す る た め の 、 保 証 金 支 払
い 返 却 管 理 シ ス テ ム を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 上 記 （ １ ２ ） ～ （ １ ６ ） 記 載 の 通 い 容 器 の
回 収 管 理 シ ス テ ム 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
（ １ ８ ） 商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る シ ス テ ム で あ っ て 、 上 記 （ １ ２ ）
～ （ １ ６ ） 記 載 の 各 （ ａ ） 、 （ ｂ ） 、 （ ｃ ） 及 び （ ｄ ） の 手 段 （ 又 は そ れ を ’ 、 ” 、 ” ’
の 記 号 を 付 加 し た 手 段 に 代 え た 手 段 ） と 、
（ ｐ ） 一 定 期 間 の 期 末 に お い て 、 該 特 定 の 当 事 者 が 保 有 す る 、 通 い 容 器 の 在 庫 確 認 数 （ Ｅ
） を 入 力 す る 入 力 手 段 、 又 は そ れ ら の デ ー タ を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
（ ｑ ） 該 一 定 期 間 の 前 期 末 に お け る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ － １ ） と 、 該 一 定 期 間 の 期 末 に お け
る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ ） 及 び 、 該 一 定 期 間 に お け る 受 け 入 れ 合 計 数 （ Ａ ） 、 払 い 出 し 合 計 数
（ Ｂ ） を 用 い て 、 下 記 式 で 導 か れ る 紛 失 数 （ Ｆ ） を 算 出 す る 算 出 手 段 と 、 　 Ｅ ｎ － １ ＋ Ａ
－ Ｂ － Ｅ ｎ ＝ Ｆ
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 シ ス テ ム 。
【 ０ ０ ３ １ 】
（ １ ９ ） 更 に 、 （ ｒ ） 該 特 定 の 当 事 者 か ら 貸 出 者 に 対 し 、 Ｆ の 値 に 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） を
乗 じ た Ｆ ×Ｄ ’ の 値 に 由 来 す る 賠 償 金 を 支 払 う た め の 、 賠 償 金 支 払 い 管 理 シ ス テ ム を 備 え
る こ と を 特 徴 と す る 上 記 （ １ ８ ） 記 載 の 通 い 容 器 の 回 収 管 理 シ ス テ ム 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
（ ２ ０ ） 更 に （ ｈ ） Ａ － Ｂ の 値 若 し く は Ｆ の 値 、 又 は そ れ ら に 由 来 す る 値 と 一 定 の 警 告 条
件 値 を 判 別 す る 判 別 手 段 と 、 一 定 の 警 告 条 件 を 満 た し た 該 特 定 の 当 事 者 に 対 し て 、 容 器 返
却 を 促 す 警 告 を 発 信 す る 発 信 手 段 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 上 記 （ １ ２ ） ～ （ １ ９ ） 記 載
の 通 い 容 器 の 回 収 管 理 シ ス テ ム 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
（ ２ １ ） 更 に （ ｉ ） Ａ － Ｂ の 値 若 し く は Ｆ の 値 、 又 は そ れ ら に 由 来 す る 値 を 基 に し て 、 全
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体 の デ ポ ジ ッ ト 単 価 （ Ｄ ） 若 し く は 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） 、 又 は 個 々 の 当 事 者 に 対 す る デ ポ
ジ ッ ト 単 価 （ Ｄ ） 若 し く は 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） を 変 動 さ せ る 変 動 設 定 手 段 を 備 え る こ と を
特 徴 と す る 上 記 （ １ ２ ） ～ （ ２ ０ ） 記 載 の 通 い 容 器 の 回 収 管 理 シ ス テ ム 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
以 下 、 添 付 図 面 を 参 照 し な が ら 、 本 発 明 に 係 る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 と そ の シ ス テ ム の
実 施 形 態 に つ い て 詳 細 に 説 明 す る 。 な お 、 同 一 又 は 相 当 要 素 に は 同 一 や 類 似 の 符 号 を 付 し
、 重 複 す る 説 明 を 省 略 す る 。 ま た 、 実 施 形 態 に お い て 使 用 さ れ る デ ー タ 等 の 内 容 は 仮 説 の
も の で あ り 、 一 例 に 過 ぎ な い 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
ま ず は 、 本 発 明 で 用 い ら れ る 語 句 を 説 明 す る 。
本 発 明 で い う 「 通 い 容 器 」 と は 、 流 通 過 程 で の 再 利 用 が 可 能 な 、 商 品 の 容 器 を い い 、 例 え
ば 折 り 畳 み 可 能 な プ ラ ス チ ッ ク 製 の 容 器 が 好 ま し く 挙 げ ら れ る が 、 他 の 素 材 や 形 状 の 容 器
で あ っ て も よ い 。
本 発 明 で い う 「 商 品 の 流 通 」 と は 、 例 え ば 青 果 物 、 肉 、 魚 な ど の 生 産 物 や 、 衣 料 、 菓 子 な
ど の 製 造 物 で あ る 商 品 の 、 そ の 生 産 者 （ 本 明 細 書 で は 製 造 者 を 含 む 意 味 で 用 い る ） か ら 販
売 店 に 至 る ま で の 流 通 を 意 味 す る 。 特 に 本 発 明 は 、 流 通 に 関 わ る 当 事 者 の 数 が 多 く 、 段 ボ
ー ル の ゴ ミ の 問 題 が 懸 案 と な っ て い る 青 果 物 な ど の 生 産 物 の 流 通 に 適 用 す る の が 好 適 で あ
る 。
本 発 明 で い う 通 い 容 器 の 「 受 け 入 れ 」 と 「 払 い 出 し 」 と は 、 容 器 の 貸 出 や 、 販 売 に 伴 う 移
動 や 、 返 却 と い っ た 容 器 の 移 動 を 、 別 の 観 点 か ら 表 現 し た 語 句 で あ り 、 例 え ば 、 当 事 者 イ
が 当 事 者 ロ に 容 器 が 運 ば れ た 際 に は 、 イ は 容 器 を 「 払 い 出 し 」 、 ロ は 容 器 を 「 受 け 入 れ 」
た こ と に な る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
次 に 、 本 レ ン タ ル シ ス テ ム に お け る 貸 出 者 及 び 当 事 者 の 説 明 を す る 。
通 い 容 器 を 貸 出 し す る 貸 出 者 （ １ ） は 、 再 利 用 可 能 な プ ラ ス チ ッ ク 製 の 通 い 容 器 を 所 有 し
て い て 、 そ れ を 商 品 の 流 通 過 程 に お け る い ず れ か の 当 事 者 に 貸 出 す る 者 で あ る 。 貸 出 者 （
１ ） は 、 そ の 他 、 容 器 の 製 造 や 、 回 収 し た 通 い 容 器 の 洗 浄 乾 燥 、 破 損 し た 通 い 容 器 の 修 理
・ 処 理 ・ 再 製 造 す る 機 能 を 自 己 で 有 し て い て も よ い し 、 有 し て な く て も よ い 。 ま た 別 途 そ
の 機 能 を 有 す る 者 と 連 携 を 有 し て い て も よ い し 、 有 し て い な く て も よ い 。 場 合 に よ っ て は
、 流 通 過 程 に お け る い ず れ か の 当 事 者 や そ の 上 位 団 体 （ 例 え ば 農 水 省 や 県 ） が 、 本 発 明 に
お け る 貸 出 者 （ １ ） と し て の 役 割 を 有 し て い て も よ い 。 従 っ て 貸 出 料 （ レ ン タ ル 料 ） は 有
料 で あ っ て も よ い し 、 貸 出 者 が 公 的 機 関 の 場 合 な ど は 無 料 で あ っ て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
本 発 明 で い う 「 当 事 者 」 と は 、 商 品 の 流 通 過 程 （ 生 産 ・ 製 造 か ら 販 売 ま で ） に 携 わ り 、 本
発 明 の 通 い 容 器 を 利 用 す る 者 を 意 味 し 、 具 体 的 に は 、 生 産 者 （ 製 造 者 ） 、 卸 売 （ 元 卸 や 仲
卸 な ど ） 、 販 売 店 （ 量 販 店 な ど ） 、 そ の 他 商 品 の 袋 詰 め を 行 う リ パ ッ カ ー 等 を 意 味 す る 。
生 産 者 （ ２ ） と は 、 商 品 を 生 産 ・ 製 造 す る 者 を 意 味 し 、 具 体 的 に は 農 協 や 県 の 経 済 連 、 全
農 な ど の 生 産 者 団 体 を 意 識 し て い る が 、 個 々 の 農 家 な ど で あ っ て も よ い 。 な お 、 生 産 者 団
体 に 貸 し 出 し た 後 、 団 体 と 個 々 の 農 家 間 の 、 容 器 の レ ン タ ル 回 収 管 理 に つ い て は 、 各 生 産
者 団 体 の 管 理 に て 行 え ば よ い 。
卸 売 （ ３ ） と は 、 例 え ば 、 東 京 青 果 （ 株 ） な ど の 元 卸 、 そ の 元 卸 か ら 更 に 生 産 物 を 購 入 す
る 仲 卸 な ど が 挙 げ ら れ る 。 本 発 明 で い う 卸 売 と は 、 そ う し た 個 々 の 元 卸 、 仲 卸 な ど を 意 味
し て も よ い し 、 こ れ ら が 形 成 す る 一 つ の 団 体 を 卸 売 と 扱 う 場 合 も 含 む 。 な お 、 従 来 の 商 品
（ 生 産 物 ） 流 通 に お い て は こ の 卸 売 の 経 由 は 必 須 で あ っ た が 、 今 日 、 生 産 者 よ り 直 接 量 販
店 な ど の 販 売 店 に 生 産 物 を 直 販 す る こ と も 徐 々 に 行 わ れ て き て い る 。 従 っ て 、 本 発 明 の 説
明 で は 、 卸 売 を 経 由 し た シ ス テ ム 及 び 方 法 に つ い て 主 に 説 明 す る が 、 直 販 の 場 合 も 本 発 明
が 適 用 で き る た め 、 卸 売 は 必 ず し も 必 須 で は な い 。
販 売 店 （ ４ ） と は 、 個 々 の 中 小 規 模 の 販 売 店 で あ っ て も よ い が 、 具 体 的 に は ス ー パ ー や 生
協 な ど の 物 流 セ ン タ ー を 有 す る 量 販 店 を 意 識 し て い る 。 こ れ ら の 量 販 店 で は 、 購 入 す る 生
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産 物 の 量 も 多 い 上 に 売 場 面 積 も 広 い の で 、 通 い 容 器 を そ の ま ま 陳 列 容 器 に 利 用 す る こ と も
で き る 。 ま た 、 物 流 セ ン タ ー を 有 し な い 量 販 店 も 意 識 す る が 、 そ の 量 販 店 と の 受 け 払 い は
別 途 回 収 管 理 シ ス テ ム を 考 え れ ば よ い 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
次 に ま ず 、 本 願 に お け る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 及 び シ ス テ ム の 一 発 明 に つ い て 、 図 ３ 、
図 ４ 及 び 図 ５ を 用 い て 説 明 す る 。 図 ３ は 、 本 発 明 の 回 収 管 理 方 法 を 利 用 し た 流 通 に お け る
、 容 器 や 保 証 金 の 流 れ を 示 し た 図 で あ り 、 図 ４ は 、 そ の 方 法 に お け る 各 ス テ ッ プ や シ ス テ
ム の 処 理 を 流 通 の 流 れ と 共 に 示 し た 図 で あ り 、 図 ５ は 、 そ の デ ー タ 処 理 の フ ロ ー を 示 し た
図 で あ る 。
図 ３ ～ 図 ５ に 示 す 流 通 シ ス テ ム に お い て は 、 通 い 容 器 の 貸 出 者 （ １ ） は 、 通 い 容 器 を 生 産
者 （ ２ ） に 貸 出 し 、 生 産 者 （ ２ ） は 通 い 容 器 に 入 れ た 商 品 を 卸 売 （ ３ ） 又 は 直 接 販 売 店 （
４ ） に 販 売 し 、 卸 売 （ ３ ） は 、 そ の 卸 売 （ 元 卸 か ら 仲 卸 ） 間 、 又 は 販 売 店 （ ４ ） に 対 し て
、 通 い 容 器 に 入 れ た 商 品 を 販 売 し 、 最 後 に 、 販 売 店 （ ４ ） は 、 空 に な っ た 通 い 容 器 を 貸 出
者 （ １ ） に 返 却 す る 。
す な わ ち こ の １ の 発 明 で は 、 従 来 の 商 品 販 売 の 流 れ に よ っ て 容 器 が 移 動 し 、 最 後 に そ の 回
収 を 行 い 再 利 用 す る 。 ま た 、 後 述 す る と お り 、 保 証 金 制 度 を 導 入 し た 例 を 示 し て い る 。
以 下 に 、 か か る 方 法 に お け る 生 産 者 に 関 す る ス テ ッ プ に 注 目 し て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
（ ス テ ッ プ ａ ）
容 器 貸 出 者 （ １ ） が 生 産 者 （ ２ ） に 対 し 容 器 を 貸 し 出 す 際 （ 本 発 明 で 、 「 際 」 と は 、 都 度
ま た は そ の 都 度 で な く と も 所 定 期 間 内 を 意 味 す る 。 以 下 同 様 と す る ） に 、 次 の デ ー タ １ を
コ ン ピ ュ ー タ （ 本 シ ス テ ム が 作 動 す る 共 通 の サ ー バ ー 、 ま た は 、 別 個 の コ ン ピ ュ ー タ 端 末
や サ ー バ ー ） に 入 力 す る 。
デ ー タ １ ： 少 な く と も 、 貸 出 日 付 、 貸 出 し た 容 器 の 数 、 貸 出 先 表 示 。
な お 、 日 付 と し て は 、 貸 出 者 が 容 器 を 発 送 し た 日 付 、 相 手 先 に 容 器 が 到 達 し た 日 付 、 ま た
は 受 入 れ 確 認 が 相 手 先 よ り 届 い た 日 付 、 な ど い ず れ で も よ い が 、 そ れ ら の 中 か ら 、 い ず れ
か を 後 述 の 検 出 計 算 の 基 と す る 「 日 付 」 と し て 定 義 し て お く 必 要 が あ る 。 以 下 同 様 で あ る
。
ま た 、 通 い 容 器 に 複 数 種 類 の タ イ プ が あ る 場 合 に は 、 こ の デ ー タ １ に 、 通 い 容 器 の 種 類 と
各 々 の 量 、 を 含 む こ と が 好 ま し い 。
な お 、 こ の 入 力 作 業 は 、 容 器 の 貸 出 者 が 行 う 必 要 は 必 ず し も な く 、 受 け 入 れ 先 の 生 産 者 側
で 行 っ て も よ い し 、 い ず れ か が 委 託 し た 者 が 行 っ て も よ い 。 以 下 の 入 力 作 業 で も 同 様 で あ
る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
（ ス テ ッ プ ｂ ）
生 産 者 （ ２ ） は 、 容 器 に 収 容 し た 生 産 物 を 卸 売 （ ３ ） 、 又 は 直 接 販 売 店 （ ４ ） に 販 売 す る
際 に 、 次 の デ ー タ ２ を コ ン ピ ュ ー タ （ 本 シ ス テ ム が 作 動 す る 共 通 の サ ー バ ー 、 ま た は 、 別
個 の コ ン ピ ュ ー タ 端 末 や サ ー バ ー ） に 入 力 す る 。
デ ー タ ２ ： 少 な く と も 、 販 売 日 付 、 生 産 物 販 売 に 使 用 し た 通 い 容 器 の 数 、 販 売 元 表 示 、 好
ま し く は 販 売 相 手 先 表 示
な お 、 日 付 に つ い て は 上 記 の と お り 、 種 々 の 日 付 を そ の 定 義 と し て と り う る 。 ま た 、 デ ー
タ ２ に お け る 「 販 売 元 表 示 」 は 、 デ ー タ １ に お け る 「 貸 出 先 表 示 」 と 、 デ ー タ ２ に お け る
「 販 売 先 表 示 」 は 後 述 す る デ ー タ ３ 、 ４ に お け る 「 販 売 元 表 示 」 又 は 「 返 却 元 表 示 」 と 同
一 に 識 別 さ れ る こ と が 好 ま し い の で 、 こ れ ら の 具 体 的 な 入 力 態 様 と し て は 、 入 力 の 際 に 各
者 の 表 示 が 一 定 に な る よ う に 、 プ ル ダ ウ ン 式 の 入 力 方 式 、 略 称 、 コ ー ド を 付 与 す る な ど の
方 法 を 採 用 す る こ と が 好 ま し い 。 ま た 、 販 売 に 使 用 し た 通 い 容 器 の 数 の 入 力 方 法 と し て は
、 数 を 直 接 入 力 す る だ け で な く 、 他 の 方 法 で 入 力 し た デ ー タ か ら 数 を 算 出 し 取 り 込 む 方 法
も 含 む 。 具 体 的 に は 、 販 売 管 理 デ ー タ に 、 容 器 種 別 の 欄 を 設 け て 種 別 を 入 力 し 、 後 に そ の
種 別 か ら 通 い 容 器 に 該 当 す る 分 の 数 を 算 出 し 取 り 込 む 方 法 で も よ い 。
【 ０ ０ ４ １ 】
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（ ス テ ッ プ ａ 、 ｂ 補 足 ）
デ ー タ １ 及 び デ ー タ ２ は 、 本 シ ス テ ム が 作 動 す る 共 通 サ ー バ ー に 直 接 入 力 さ れ る か 、 ま た
は 、 い っ た ん 個 々 の コ ン ピ ュ ー タ や サ ー バ ー に 入 力 さ れ た 後 、 都 度 又 は 所 定 期 間 内 に 、 共
通 サ ー バ ー に 送 信 さ れ る 。 す な わ ち 、 共 通 サ ー バ ー に は デ ー タ １ 又 は デ ー タ ２ の 入 力 手 段
か 、 デ ー タ １ 又 は デ ー タ ２ の 受 信 手 段 が 設 け ら れ て い る 。
本 発 明 が 一 番 好 適 に 適 用 さ れ る 態 様 と し て は 、 今 日 、 商 品 （ 生 産 物 ） 流 通 の 効 率 化 を 目 的
と し て 計 画 さ れ つ つ あ る 、 生 産 者 間 、 生 産 者 と 卸 売 間 、 ま た 元 卸 と 仲 卸 間 等 で の 生 産 物 の
流 通 Ｗ ｅ ｂ （ 販 売 日 、 販 売 数 、 販 売 元 、 販 売 先 を 入 力 す る ） を 利 用 す る 方 法 が あ る 。
こ の 場 合 に は 、 生 産 物 の 流 通 Ｗ ｅ ｂ に 入 力 す る 一 項 目 と し て 、 通 い 容 器 の 数 を 入 力 す る 欄
か 、 通 い 容 器 を 識 別 す る た め の 容 器 種 別 に つ い て の 欄 を 設 け て 、 通 い 容 器 に 関 す る 識 別 デ
ー タ を 入 力 し 、 そ の 都 度 、 又 は 所 定 期 間 後 、 通 い 容 器 の 数 を 検 出 し 、 共 通 サ ー バ ー に 送 付
す れ ば 良 い 。 ま た は 、 生 産 物 の 流 通 Ｗ ｅ ｂ が 、 本 発 明 で い う 共 通 サ ー バ － の 機 能 を 兼 ね て
い て も よ い 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
（ ス テ ッ プ ｃ ）
コ ン ピ ュ ー タ （ 共 通 サ ー バ ー ） は 、 直 接 入 力 さ れ た 、 又 は 受 信 し た デ ー タ １ 及 び デ ー タ ２
を 、 そ の 記 憶 手 段 を 用 い て 記 憶 し 、 蓄 積 す る 。 な お 、 蓄 積 期 間 は 最 低 限 後 述 の ス テ ッ プ ｄ
を 行 う た め の 期 間 で あ れ ば よ い 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
（ ス テ ッ プ ｄ ）
一 定 期 間 （ 例 え ば ２ 週 間 、 １ ヶ 月 間 、 １ 年 間 な ど ） 経 過 後 に 、 そ の 期 間 内 に お け る 、 特 定
の 生 産 者 イ に 関 す る デ ー タ １ 及 び デ ー タ ２ を 、 そ の 日 付 、 貸 出 先 表 示 、 販 売 元 表 示 を 用 い
て 検 出 す る 。 す な わ ち 、 一 定 期 間 の 日 付 内 に お い て 、 生 産 者 イ を 、 貸 出 先 若 し く は 販 売 元
と す る デ ー タ を 検 出 す る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
（ ス テ ッ プ ｅ ）
次 に 、 該 一 定 期 間 の 特 定 生 産 者 イ に 関 す る 、 デ ー タ １ に お け る 、 貸 出 し た 通 い 容 器 の 数 の
合 計 、 す な わ ち 特 定 生 産 者 イ が 受 け 入 れ た 容 器 の 合 計 数 （ 受 け 入 れ 合 計 数 Ａ ） と 、 デ ー タ
２ に お け る 、 販 売 に 使 用 し た 通 い 容 器 の 数 の 合 計 、 す な わ ち 特 定 生 産 者 ロ が 払 い 出 し た 容
器 の 合 計 数 （ 払 い 出 し 合 計 数 Ｂ ） の 差 、 Ａ － Ｂ を 、 算 出 手 段 を 用 い て 算 出 す る 。 更 に 好 ま
し く は 、 Ａ － Ｂ の 値 に 由 来 す る 値 、 例 え ば 、 デ ポ ジ ッ ト 単 価 Ｄ （ 容 器 １ 個 当 た り の 保 証 金
） を 乗 じ た 額 （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ を 算 出 す る 。
こ の Ａ － Ｂ と い う 数 値 は 、 そ の 生 産 者 に お け る 一 定 期 間 の 、 容 器 の 滞 留 個 数 （ を 意 味 す る
。 例 え ば 、 １ 月 に 容 器 １ ０ ０ ０ ０ 個 を 生 産 者 イ に レ ン タ ル し た が 、 そ の 内 の ９ ５ ０ ０ 個 し
か 該 生 産 者 イ か ら 卸 売 へ の 販 売 時 に 使 わ れ て い な い 場 合 、 Ａ － Ｂ は ５ ０ ０ と な り 、 ５ ０ ０
個 が 、 生 産 者 イ の 管 轄 内 で 滞 留 （ 在 庫 ＋ 紛 失 ） し て い る こ と に な る 。
な お 、 こ の Ａ － Ｂ が 正 の 値 で あ れ ば 、 生 産 者 イ に お い て 容 器 が 滞 留 し て お り 、 Ａ － Ｂ が 負
の 値 で あ れ ば 、 生 産 者 イ が 、 前 期 間 の 滞 留 分 を 含 め て 容 器 を 搬 出 し て い る こ と を 意 味 す る
。
【 ０ ０ ４ ５ 】
（ ス テ ッ プ ｍ ）
好 ま し く は こ こ で 、 特 定 の 生 産 者 に 関 す る Ａ － Ｂ の 数 値 又 は Ａ － Ｂ に 由 来 す る 所 定 の 数 値
、 例 え ば 、 （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 を 、 画 像 表 示 、 印 字 、 又 は 電 子 情 報 で 出 力 手 段 を 用 い て 出
力 す る 。 ま た は 、 そ れ ら の 数 値 を 内 部 コ ン ピ ュ ー タ の 次 ス テ ッ プ に 伝 達 す る か 、 外 部 コ ン
ピ ュ ー タ 又 は Ｆ Ａ Ｘ に 送 信 す る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
（ ス テ ッ プ ｆ ） ～ 保 証 金 請 求 ・ 返 却 を 利 用 し た 方 法 ～
上 記 ス テ ッ プ ｅ で 得 ら れ た 結 果 に 基 づ き 、 Ａ － Ｂ が 正 の 値 か 、 負 の 値 か 、 零 で あ る か を 判
別 す る 。 こ の ス テ ッ プ の 後 、 そ の 結 果 を 出 力 、 内 部 コ ン ピ ュ ー タ へ の 伝 達 、 外 部 コ ン ピ ュ
ー タ 又 は Ｆ Ａ Ｘ に 送 信 （ ス テ ッ プ ｍ ） し て も よ い 。
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【 ０ ０ ４ ７ 】
（ ス テ ッ プ ｇ ） ～ 保 証 金 請 求 ・ 返 却 を 利 用 し た 方 法 ～
Ａ － Ｂ が 正 の 値 で あ る 場 合 に は 、 そ の 特 定 の 生 産 者 イ か ら 貸 出 者 （ １ ） に 、 保 証 金 を 支 払
う 。 具 体 的 に は 、 貸 出 者 （ １ ） 又 は そ の 依 頼 を 受 け た 者 が 該 生 産 者 イ に 対 し 、 （ Ａ － Ｂ ）
×Ｄ の 額 （ 保 証 金 ） に 由 来 す る 額 を 請 求 す る 請 求 業 務 を 行 い 、 特 定 の 生 産 者 イ よ り そ の 額
を 領 収 す る 。
一 方 、 Ａ － Ｂ が 負 の 値 で あ る 場 合 に は 、 － （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 額 （ 保 証 金 ） に 由 来 す る 額 を
、 貸 出 者 （ １ ） 又 は そ の 依 頼 を 受 け た 者 が 、 そ の 特 定 の 生 産 者 イ に 対 し 、 返 却 す る 業 務 を
行 う 。
な お 、 由 来 す る 額 と は 、 こ れ ら の 額 そ の も の の 他 、 累 積 し た 値 や 、 消 費 税 そ の 他 の 額 を 加
算 等 し た 額 等 を 意 味 す る 。
更 に 「 由 来 す る 額 」 と し て は 、 Ａ － Ｂ の 値 や （ Ａ － Ｂ ） ／ Ａ の 値 等 を 元 に し て 、 保 証 金 額
を 連 続 的 に 設 定 す る 場 合 だ け で な く 、 段 階 的 に 設 定 す る 場 合 も 含 ま れ る 。 例 え ば 、 （ Ａ －
Ｂ ） の 値 が ０ ＜ （ Ａ － Ｂ ） ≦ ２ ０ の 場 合 に は Ｄ ＝ ０ と し て 保 証 金 は ゼ ロ と し 、 ２ ０ ＜ Ａ －
Ｂ ≦ １ ０ ０ の 場 合 に は 、 補 償 金 は 一 律 １ ０ ０ ０ ０ 円 、 １ ０ ０ ＜ Ａ － Ｂ ≦ ５ ０ ０ の 場 合 に は
、 一 律 ５ ０ ０ ０ ０ 円 と 設 定 す る 場 合 で あ る 。
こ の 保 証 金 請 求 ・ 返 却 業 務 （ ｆ 、 ｇ ） は 、 上 記 ス テ ッ プ （ ａ ） ～ （ ｅ ） を 行 う 都 度 、 行 っ
て も よ い し 、 何 回 分 か を ま と め て 行 っ て も よ い 。 具 体 的 に 言 う と 、 Ａ － Ｂ の 算 出 と 、 そ の
値 の 特 定 の 生 産 者 イ へ の 通 知 業 務 は 、 毎 月 行 う が 、 請 求 業 務 は 、 そ の １ 年 分 の Ａ － Ｂ の 累
積 値 を も と に 、 年 １ 回 行 う こ と に し て も よ い 。
ま た 、 補 償 金 の 請 求 ・ 返 却 作 業 を 実 際 に 都 度 行 う の で は な く 、 初 回 時 に 本 シ ス テ ム 利 用 料
と し て 当 事 者 よ り 一 定 額 を 前 受 け て プ ー ル し て お き 、 そ の プ ー ル 金 か ら Ａ － Ｂ に 由 来 す る
金 額 を 領 収 し 、 あ る い は 返 却 す る こ と に し て も よ い 。
こ の ス テ ッ プ （ ｆ 、 ｇ ） は 、 前 記 一 連 の ス テ ッ プ を 行 う 共 通 サ ー バ ー と 連 動 し た 同 一 の コ
ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 内 で 行 う こ と が 好 ま し い が 、 別 途 の 例 え ば 請 求 専 門 の コ ン ピ ュ ー タ シ
ス テ ム に 移 行 し て 行 っ て も よ い し 、 必 要 に 応 じ て こ の 部 分 は 通 常 の 人 手 に よ る 請 求 業 務 で
行 っ て も よ い 。
な お 、 こ の 保 証 金 の 請 求 ・ 返 却 作 業 （ ス テ ッ プ ｇ ） は 実 際 に 行 わ ず に 、 そ れ に 代 え て 、 後
述 す る 警 告 発 信 ス テ ッ プ （ ｈ ） ま た は デ ポ ジ ッ ト 単 価 等 変 動 ス テ ッ プ （ ｉ ） を 採 用 す る こ
と も 本 出 願 で 提 案 す る 発 明 の 一 つ で あ る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
（ ス テ ッ プ ａ ’ ～ ｂ ’ 、 ａ ” ～ ｂ ” ）
以 上 の 一 連 の ス テ ッ プ で は 、 主 に 生 産 者 （ ２ ） を 中 心 と し た 容 器 の 収 受 に つ き 説 明 し た が
、 卸 売 を 中 心 と し た 収 受 や 、 販 売 店 を 中 心 と し た 収 受 に お い て も 、 同 様 の ス テ ッ プ を 経 由
す る 。
す な わ ち 、 生 産 者 が 卸 売 に 又 は 直 接 販 売 店 に 生 産 物 を 販 売 す る 際 （ 都 度 又 は 所 定 期 間 内 ）
に 、 前 述 の デ ー タ ２ に お け る 販 売 日 付 、 使 用 し た 通 い 容 器 の 数 、 に 加 え て 、 販 売 元 表 示 に
代 え て 販 売 先 表 示 を 必 須 と す る デ ー タ ２ ’ を 入 力 す る 。
同 様 に 、 卸 か ら 販 売 店 、 又 は 卸 売 か ら 他 の 卸 売 に 生 産 物 を 販 売 す る 際 に も 、 同 様 の デ ー タ
３ （ 少 な く と も 販 売 日 付 、 使 用 し た 通 い 容 器 の 数 、 販 売 元 、 好 ま し く は 販 売 先 ） 、 デ ー タ
３ ’ （ 少 な く と も 販 売 日 付 、 使 用 し た 通 い 容 器 の 数 、 販 売 先 、 好 ま し く は 販 売 元 ） を 入 力
す る 。
販 売 店 （ ４ ） か ら 貸 出 者 （ １ ） 間 で は 、 生 産 物 を 販 売 後 、 残 っ た 容 器 を 貸 出 者 （ １ ） に 返
却 す る 際 （ 都 度 又 は 所 定 期 間 内 ） に 、 返 却 日 、 返 却 元 、 返 却 す る 通 い 容 器 の 数 を 含 む デ ー
タ ４ を 入 力 す る 。
尚 、 こ れ ら の 入 力 は 、 も ち ろ ん 取 引 の ど ち ら 側 で 行 っ て も よ い 。 例 え ば 、 デ ー タ ４ の 入 力
は 販 売 店 側 で 行 っ て も よ い し 、 貸 出 者 側 で 行 っ て も よ い 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
（ ス テ ッ プ ｃ ’ ～ ｆ ’ 、 ｃ ” ～ ｆ ” ）
上 記 の デ ー タ ２ ’ 、 デ ー タ ３ 、 デ ー タ ３ ’ 、 上 記 デ ー タ ４ も 、 共 通 サ ー バ ー に 直 接 入 力 又
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は 受 信 さ れ 、 記 憶 さ れ る 。 そ し て 一 定 期 間 経 過 後 、 そ の 期 間 内 の 、 特 定 の 卸 売 や 販 売 店 に
お け る 、 通 い 容 器 の 受 け 入 れ 数 （ Ａ ） と 払 い 出 し 数 （ Ｂ ） の 差 や 、 そ の 数 又 は そ の 数 に 由
来 す る 数 値 （ 保 証 金 ） を 算 出 し 、 Ａ － Ｂ の 正 負 を 判 別 す る 。
特 に 、 卸 売 の 場 合 に は 、 容 器 を 受 け 入 れ る 場 合 に は 、 生 産 者 か ら 受 け 入 れ る 場 合 と 他 の 卸
売 か ら 受 け 入 れ る 場 合 が あ り 、 同 様 に 容 器 を 払 い 出 し す る 場 合 に は 、 販 売 店 に 販 売 す る 場
合 と 、 他 の 卸 売 に 販 売 す る 場 合 が あ る が 、 要 す る に 、 こ れ ら の デ ー タ の う ち 、 当 該 卸 売 が
販 売 先 と な っ て い る デ ー タ か ら 通 い 容 器 の 受 け 入 れ 数 （ Ａ ） を 算 出 し 、 当 該 卸 売 り が 販 売
元 と な っ て い る デ ー タ か ら 通 い 容 器 の 払 い 出 し 数 （ Ｂ ） を 算 出 す れ ば よ い 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
（ ス テ ッ プ ｇ ’ 、 ｇ ” ）
上 記 の ス テ ッ プ に よ り 得 ら れ た 結 果 、 貸 出 者 又 は そ の 委 任 に 係 る 者 が 、 各 卸 売 、 各 販 売 者
に 対 し 、 そ の 者 に 関 す る （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ に 由 来 す る 保 証 金 の 支 払 い 請 求 又 は 返 却 業 務 を 行
う 。
【 ０ ０ ５ １ 】
（ 賠 償 金 請 求 を 利 用 し た 方 法 　 ス テ ッ プ ｐ ～ ｒ 、 ｐ ’ ～ ｒ ’ 、 ｐ ” ～ ｒ ” ）
上 記 で 説 明 し た 本 願 の １ つ の 発 明 で は 、 一 定 期 間 に お け る 特 定 の 当 事 者 （ 例 え ば 生 産 者 イ
） に お け る 、 滞 留 数 で あ る Ａ － Ｂ を 算 出 し 、 そ れ に デ ポ ジ ッ ト 単 価 Ｄ を 乗 じ た 保 証 金 を 請
求 ・ 返 却 す る 方 法 で あ っ た が 、 本 出 願 の 他 の 発 明 の １ つ と し て 、 紛 失 数 に 対 し て の 賠 償 金
を 請 求 す る 方 法 が あ る 。 以 下 説 明 す る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
図 ６ に は 、 一 例 と し て 特 定 生 産 者 イ に お け る 通 い 容 器 の 個 数 の 動 き と 、 保 証 金 、 賠 償 金 の
計 算 例 を 示 す た め の デ ー タ を 示 し て い る 。
前 述 の 保 証 金 請 求 の 実 施 態 様 で 使 用 す る 、 Ａ － Ｂ と い う 値 に は 、 そ の 生 産 者 に お い て 、 本
当 に 紛 失 等 し て し ま っ た 容 器 の ほ か に 、 使 用 準 備 等 の 目 的 で 在 庫 と し て 保 有 し て い る 容 器
の 個 数 が 含 ま れ て い る 。 当 事 者 に よ っ て は 、 こ う し た 実 質 の 在 庫 数 が 多 い た め 、 Ａ － Ｂ の
値 が 大 き く な り 、 当 事 者 の 負 担 に な る 場 合 が あ る 。 そ の 場 合 に は 、 上 記 の 保 証 金 請 求 ス テ
ッ プ （ ｅ ） ～ （ ｇ ） に 代 え て 、 紛 失 数 （ 実 質 在 庫 確 認 が で き な い も の ） Ｆ を コ ン ピ ュ ー タ
で 計 算 し 、 そ の 分 の 賠 償 金 を 請 求 す る ス テ ッ プ （ ｐ ） ～ （ ｒ ） を 採 用 す る こ と が 好 ま し い
。
【 ０ ０ ５ ３ 】
（ ｐ ） 一 定 期 間 の 期 末 に お い て 、 該 特 定 の 生 産 者 イ が 保 有 す る 、 通 い 容 器 の 在 庫 確 認 数 （
Ｅ ） を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ 。
こ こ で 、 「 特 定 の 生 産 者 イ が 保 有 す る 」 と は 現 実 に 在 庫 と し て 保 有 す る だ け で な く 、 そ の
管 理 下 に お か れ て い て も よ い が 、 具 体 的 に 在 庫 個 数 が 確 認 で き る 状 態 を 言 う 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
（ ｑ ） 該 一 定 期 間 の 前 期 末 に お け る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ － １ ） と 、 該 一 定 期 間 の 期 末 に お け
る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ ） 及 び 、 該 一 定 期 間 に お け る 受 け 入 れ 合 計 数 （ Ａ ） 、 払 い 出 し 合 計 数
（ Ｂ ） を 用 い て 、 下 記 式 で 導 か れ る 紛 失 数 （ Ｆ ） を コ ン ピ ュ ー タ で 算 出 す る ス テ ッ プ 。
Ｅ ｎ － １ ＋ Ａ － Ｂ － Ｅ ｎ ＝ Ｆ
例 え ば 一 定 期 間 が １ ヶ 月 単 位 で あ る 場 合 に 、 ２ 月 の 紛 失 数 （ Ｆ ２ ） は 、 １ 月 末 の 在 庫 確 認
数 （ Ｅ １ ） ＋ ２ 月 の 容 器 の 受 け 入 れ 合 計 数 （ Ａ ２ ） － ２ 月 の 容 器 の 払 い 出 し 合 計 数 （ Ｂ ２
） － ２ 月 末 の 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ２ ） か ら 求 め ら れ る 個 数 で あ る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
（ ｒ ） 該 特 定 の 生 産 者 か ら 貸 出 者 に 対 し 、 Ｆ の 値 に 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） を 乗 じ た Ｆ ×Ｄ ’
の 値 に 由 来 す る 賠 償 金 を 支 払 う ス テ ッ プ 。
な お 、 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） は 、 前 述 の デ ポ ジ ッ ト 単 価 （ Ｄ ） と 同 じ で も 、 別 の 値 で も よ い
。 紛 失 数 Ｆ は 実 際 の 紛 失 個 数 に 関 連 す る 値 で あ る の で 、 Ａ － Ｂ の 値 と は 異 な り 、 原 則 は 正
か 零 の 値 で あ り 、 負 の 値 で あ る 場 合 は あ り え な い 。 従 っ て 、 原 則 、 こ の 賠 償 金 支 払 い ス テ
ッ プ で は 、 貸 出 者 か ら 生 産 者 に 賠 償 金 を 返 却 す る こ と は な い 。
上 記 は 、 生 産 者 を 例 と し て 説 明 し た が 同 様 の ス テ ッ プ が 、 卸 売 に 関 し て （ ｐ ’ ～ ｒ ’ ） 、
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販 売 店 に 関 し て （ ｐ ” ～ ｒ ” ） 採 用 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
（ 総 合 的 な 回 収 管 理 方 法 及 び シ ス テ ム ）
上 記 の と お り の 、 生 産 者 に 関 す る 回 収 管 理 方 法 、 卸 売 に 関 す る 回 収 管 理 方 法 、 販 売 店 に 関
す る 回 収 管 理 方 法 は 、 そ れ ら 全 て の ス テ ッ プ を 採 用 し て 総 合 的 な 回 収 管 理 方 法 及 び シ ス テ
ム と す る こ と が 好 ま し い が 、 そ れ ぞ れ の 個 別 の 方 法 だ け で も 実 施 し う る 。 そ の 点 で 、 従 来
の 保 証 金 制 度 を 利 用 し た 方 法 （ 当 事 者 間 の 保 証 金 収 受 の 輪 が と ぎ れ る と 、 当 事 者 の 保 証 金
の 回 収 が 困 難 と な る ） に 比 べ て 、 方 法 の 実 施 化 が 容 易 で あ る と い う 利 点 を 有 す る 。 ま た 、
保 証 金 の 請 求 ・ 返 却 を 行 う 方 法 と 、 賠 償 金 を 請 求 す る 方 法 は 、 一 連 の 流 通 の 流 れ に お い て
、 個 別 の 当 事 者 に 応 じ て 適 宜 選 択 採 用 す る こ と が で き る 点 も 利 点 で あ る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
（ 他 の 流 通 シ ス テ ム を 経 由 す る 容 器 の 回 収 管 理 方 法 及 び シ ス テ ム ）
上 記 の 説 明 で は 、 貸 出 者 （ １ ） が 容 器 を 生 産 者 （ ２ ） に 貸 し 出 し て 、 そ の 後 の 容 器 の 移 動
は 、 商 品 の 流 通 と 共 に 行 い 、 最 後 に 、 空 の 容 器 を 販 売 店 （ ４ ） か ら 貸 出 者 （ １ ） が 回 収 す
る 方 法 を 説 明 し た が 、 貸 出 は 、 卸 売 （ ３ ） や 販 売 店 （ ４ ） に 行 っ て も よ く 、 ま た 容 器 の 返
却 や 移 送 も 、 製 品 販 売 後 の 帰 り の 輸 送 を 用 い て 当 事 者 間 で 行 う こ と も 可 能 で あ る 。 そ の た
め 応 用 発 明 と し て 、 例 え ば 図 ７ に 示 す よ う な 流 通 シ ス テ ム を 用 い た 方 法 が 挙 げ ら れ る 。 尚
、 保 証 金 と 賠 償 金 の 計 算 例 を 示 す た め に 図 中 に 、 通 い 容 器 の 数 を 例 と し て 示 す 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
図 ７ に お い て は 、 あ る １ ケ 月 間 に 、 貸 出 者 （ １ ） は 、 卸 売 （ ３ ） に １ ０ ０ ０ 個 の 容 器 を 貸
出 し 、 卸 売 （ ３ ） は そ の 内 ９ ５ ０ 個 を 、 生 産 者 （ ２ ） に 運 び （ 払 い 出 し ） 、 生 産 者 （ ２ ）
は そ の 内 ８ ５ ０ 個 を 商 品 と 共 に 卸 売 （ ３ ） に 運 び （ 払 い 出 し ） 、 卸 売 （ ３ ） は そ の ８ ５ ０
個 を 販 売 店 （ ４ ） に 運 び （ 払 い 出 し ） 、 販 売 店 （ ４ ） は 、 空 の 容 器 ８ ０ ０ 個 を 卸 売 （ ４ ）
に 運 び 、 卸 売 は ７ ５ ０ 個 を 貸 出 者 （ １ ） に 返 却 し た 例 を 示 し て い る 。 図 中 各 当 事 者 の 枠 に
お け る 数 値 は 、 上 欄 が 滞 留 分 （ Ａ － Ｂ ） 、 下 欄 括 弧 内 の 左 側 は 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ） 、 右 側 の
下 線 付 加 数 値 は 紛 失 数 （ Ｆ ） を 示 す 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
こ の 場 合 の 回 収 方 法 は 下 記 の ス テ ッ プ を 必 要 と す る 。
（ 保 証 金 を 請 求 ・ 返 却 す る 方 法 ）
商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る 方 法 で あ っ て 、
（ ａ ” ’ ） 一 の 当 事 者 （ イ ） が 、 貸 出 者 （ １ ） 又 は 他 の 当 事 者 （ ロ ） か ら 、 通 い 容 器 を 受
け 入 れ る 際 の 、 少 な く と も 、 そ の 受 け 入 れ 日 付 、 受 け 入 れ た 通 い 容 器 の 数 、 及 び 当 事 者 （
イ ） の 表 示 を 含 む デ ー タ ａ を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｂ ” ’ ） 一 の 当 事 者 （ イ ） が 、 他 の 当 事 者 （ ハ ） 又 は 貸 出 者 （ １ ） に 、 通 い 容 器 を 払 い
出 す 際 の 、 少 な く と も 、 そ の 払 い 出 し 日 付 、 払 い 出 し た 通 い 容 器 の 数 、 及 び 当 事 者 （ イ ）
の 表 示 を 含 む デ ー タ ｂ を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｃ ” ’ ） デ ー タ ａ 及 び デ ー タ ｂ を コ ン ピ ュ ー タ で 記 憶 し 蓄 積 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｄ ” ’ ） デ ー タ ａ 及 び デ ー タ ｂ の 日 付 と 当 事 者 表 示 を 用 い て 、 一 定 期 間 に お け る 、 一 の
当 事 者 （ イ ） に つ い て の デ ー タ ａ と デ ー タ ｂ を コ ン ピ ュ ー タ で 検 出 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｅ ” ’ ） 該 検 出 さ れ た デ ー タ ａ 及 び デ ー タ ｂ よ り 、 該 一 定 期 間 に お け る 、 該 一 の 当 事 者
（ イ ） が 受 け 入 れ た 通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ Ａ ） か ら 、 該 一 の 当 事 者 （ イ ） が 払 い 出 し た
通 い 容 器 の 数 の 合 計 数 （ Ｂ ） を ひ い た Ａ － Ｂ を コ ン ピ ュ ー タ で 算 出 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｆ ” ’ ） Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る か 負 で あ る か 零 で あ る か を 判 別 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｇ ” ’ ） Ａ － Ｂ の 値 が 正 で あ る 場 合 に は 、 該 一 の 当 事 者 （ イ ） か ら 貸 出 者 （ １ ） に 対 し
、 Ａ － Ｂ の 値 に デ ポ ジ ッ ト 単 価 （ Ｄ ） を 乗 じ た （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 に 由 来 す る 保 証 金 を 支
払 い 、 一 方 、 Ａ － Ｂ の 値 が 負 で あ る 場 合 に は 、 貸 出 者 （ １ ） か ら 該 一 の 当 事 者 （ イ ） に 対
し 、 － （ Ａ － Ｂ ） の 値 に デ ポ ジ ッ ト 単 価 （ Ｄ ） を 乗 じ た － （ Ａ － Ｂ ） ×Ｄ の 値 に 由 来 す る
保 証 金 を 返 却 す る ス テ ッ プ と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
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（ 賠 償 金 を 請 求 す る 方 法 ）
商 品 の 流 通 に 用 い る 通 い 容 器 の 回 収 を 管 理 す る 方 法 で あ っ て 、
上 記 （ ａ ” ’ ） 、 （ ｂ ” ’ ） 、 （ ｃ ” ’ ） 及 び （ ｄ ” ’ ） の ス テ ッ プ と 、
（ ｐ ” ’ ） 一 定 期 間 の 期 末 に お い て 、 該 一 の 当 事 者 （ イ ） が 保 有 す る 、 通 い 容 器 の 在 庫 確
認 数 （ Ｅ ） を コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｑ ” ’ ） 該 一 定 期 間 の 前 期 末 に お け る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ － １ ） と 、 該 一 定 期 間 の 期 末 に
お け る 在 庫 確 認 数 （ Ｅ ｎ ） 及 び 、 該 一 定 期 間 に お け る 受 け 入 れ 合 計 数 （ Ａ ） 、 払 い 出 し 合
計 数 （ Ｂ ） を 用 い て 、 下 記 式 で 導 か れ る 紛 失 数 （ Ｆ ） を コ ン ピ ュ ー タ で 算 出 す る ス テ ッ プ
と 、
Ｅ ｎ － １ ＋ Ａ － Ｂ － Ｅ ｎ ＝ Ｆ
（ ｒ ” ’ ） 該 一 の 当 事 者 か ら 貸 出 者 に 対 し 、 Ｆ の 値 に 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） を 乗 じ た Ｆ ×Ｄ
’ の 値 に 由 来 す る 賠 償 金 を 支 払 う ス テ ッ プ と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 。
【 ０ ０ ６ １ 】
（ 好 適 な 他 の ス テ ッ プ ）
以 上 の ス テ ッ プ が 、 本 発 明 の 回 収 管 理 方 法 に お け る 基 本 的 な ス テ ッ プ で あ る が 、 そ の 他 に
以 下 の 様 な 好 適 な ス テ ッ プ 又 は 態 様 が 挙 げ ら れ る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
（ ｊ ） レ ン タ ル 料 請 求 ス テ ッ プ
保 証 金 の 請 求 以 外 に 、 本 来 の 通 い 容 器 の レ ン タ ル 料 を 貸 出 者 （ １ ） に 支 払 う ス テ ッ プ が 、
通 常 は 必 要 と な る 。 こ の レ ン タ ル 料 に つ い て は 、 本 回 収 管 理 シ ス テ ム と は 別 途 扱 っ て も よ
い が 、 例 え ば 本 回 収 管 理 シ ス テ ム に お け る デ ー タ １ （ 一 定 期 間 の 貸 出 者 か ら 貸 出 先 へ の 貸
し 出 し 数 （ Ａ ） ） を 利 用 し て 同 時 に 請 求 業 務 を 行 っ て も よ い 。
ま た 、 従 来 の 通 い 容 器 の レ ン タ ル で は 、 こ の レ ン タ ル 料 を 生 産 者 に 請 求 し て い る の が 通 常
で あ る が 、 本 発 明 を 適 用 し た 一 つ の 別 態 様 と し て は 、 レ ン タ ル 料 を 、 生 産 者 だ け に 負 担 さ
せ る の で な く 、 本 回 収 管 理 シ ス テ ム に お け る デ ー タ を 利 用 し て 、 一 部 を 、 卸 売 、 販 売 店 に
負 担 さ せ る こ と も 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
（ ｈ ） 警 告 発 信 ス テ ッ プ
上 記 で 得 ら れ る Ａ － Ｂ の 値 若 し く は Ｆ の 値 、 又 は そ れ ら に 由 来 す る 値 を 用 い て 、 例 え ば Ａ
－ Ｂ の 値 、 （ Ａ － Ｂ ） ／ Ａ の 値 、 そ の 他 累 積 し た 該 Ａ － Ｂ の 値 等 が 一 定 値 以 上 に な っ た 場
合 に 、 そ の 生 産 者 や 卸 売 、 販 売 者 に 対 し て 、 通 い 容 器 の 返 却 を 強 く 促 す た め の 警 告 を 発 信
す る ス テ ッ プ を 設 け る と 好 ま し い 。
こ の 警 告 発 信 ス テ ッ プ は 、 保 証 金 や 賠 償 金 の 請 求 ・ 返 却 ス テ ッ プ に 加 え て 行 う ほ か 、 保 証
金 や 賠 償 金 の 請 求 ・ 返 却 ス テ ッ プ に 代 え て 行 う こ と も で き る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
（ ｉ ） デ ポ ジ ッ ト 単 価 等 の 変 動 設 定
デ ポ ジ ッ ト 単 価 （ Ｄ ） や 賠 償 金 単 価 （ Ｄ ’ ） は 、 容 器 の 返 却 の 促 進 と 、 本 回 収 方 法 を 用 い
た 制 度 へ の 参 加 の 促 進 の 両 観 点 か ら 適 正 な 価 格 に 設 定 さ れ る 必 要 が あ る 。 従 っ て 、 上 記 で
得 ら れ る Ａ － Ｂ の 値 若 し く は Ｆ の 値 、 又 は そ れ ら に 由 来 す る 値 を 用 い て 、 例 え ば Ａ － Ｂ の
累 計 か ら 導 き 出 さ れ る 前 年 度 の 返 却 率 を 基 に 、 今 年 度 の 全 体 の デ ポ ジ ッ ト 単 価 や 賠 償 金 単
価 を 連 続 的 ま た は 段 階 的 に 変 動 さ せ る 設 定 に し て も よ い し 、 個 々 の 当 事 者 に 対 す る デ ポ ジ
ッ ト 単 価 や 賠 償 金 単 価 を 、 例 え ば 返 却 率 の 低 い 者 に 対 す る デ ポ ジ ッ ト 単 価 を 他 に 比 べ て 高
く す る 等 に 変 動 し て 設 定 す る ス テ ッ プ を 設 け る こ と も 好 ま し い 態 様 の 一 つ で あ る 。 こ の ほ
か 、 同 様 な 考 え で レ ン タ ル 料 金 や 本 シ ス テ ム の 利 用 の た め の 年 会 費 を 該 Ａ － Ｂ に 由 来 す る
値 を 基 に 連 続 的 ま た は 段 階 的 に 変 動 さ せ る 設 定 に し て も よ い 。
こ の デ ポ ジ ッ ト 単 価 等 の 変 動 設 定 は 、 保 証 金 や 賠 償 金 の 請 求 ・ 返 却 ス テ ッ プ に 加 え て 行 う
ほ か 、 保 証 金 や 賠 償 金 の 請 求 ・ 返 却 ス テ ッ プ に 代 え て 行 う こ と も で き る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
（ ｋ ） 容 器 や 販 売 伝 票 へ の 識 別 標 識 付 加
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通 い 容 器 の 識 別 、 及 び 数 の 入 力 作 業 を 補 助 す る た め に 、 バ ー コ ー ド や 半 導 体 チ ッ プ な ど の
識 別 標 識 を 通 い 容 器 や 、 そ れ に 付 随 す る 販 売 伝 票 な ど に 付 加 す る 態 様 が 挙 げ ら れ る 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
（ 本 発 明 の シ ス テ ム ）
次 に 、 本 発 明 の 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 を 実 現 す る コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム に つ い て も 説 明
す る 。
本 発 明 の シ ス テ ム は 、 各 々
前 記 ａ 、 ａ ’ 、 ａ ” 又 は ａ ” ’ ス テ ッ プ に 対 応 す る デ ー タ の 入 力 手 段 又 は 受 信 手 段 と 、
前 記 ｂ 、 ｂ ’ 、 ｂ ” 又 は ｂ ” ’ ス テ ッ プ に 対 応 す る デ ー タ の 入 力 手 段 又 は 受 信 手 段 と 、
前 記 ｃ 、 ｃ ’ 、 ｃ ” 又 は ｃ ” ’ ス テ ッ プ に 対 応 す る 記 憶 手 段 と 、
前 記 ｄ 、 ｄ ’ 、 ｄ ” 又 は ｄ ” ’ ス テ ッ プ に 対 応 す る 検 出 手 段 と 、
前 記 ｅ 、 ｅ ’ 、 ｅ ” 又 は ｅ ” ’ ス テ ッ プ に 対 応 す る 算 出 手 段 と 、
（ ｍ ） そ の 結 果 を 画 像 表 示 、 印 字 、 又 は 電 子 情 報 に よ っ て 出 力 す る 出 力 手 段 、 そ の 数 値 を
内 部 の コ ン ピ ュ ー タ の 次 ス テ ッ プ に 伝 達 す る 伝 達 手 段 、 又 は 外 部 の コ ン ピ ュ ー タ 又 は Ｆ Ａ
Ｘ に 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 い 容 器 の 回 収 管 理 シ ス テ ム で あ る 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
尚 、 こ れ ら の 生 産 者 、 卸 売 、 販 売 者 に お け る 容 器 の 受 け 入 れ 払 い 出 し を 管 理 す る 手 段 を 全
て 備 え る こ と を 特 徴 と す る シ ス テ ム が 好 ま し い 。
更 に 前 記 ｈ （ 警 告 シ ス テ ム ） に 対 応 す る 手 段 や 、 ｉ （ デ ポ ジ ッ ト 単 価 変 動 シ ス テ ム ） 、 ｊ
（ レ ン タ ル 料 請 求 ス テ ッ プ ） に 対 応 す る 手 段 を 備 え て い る こ と も 好 ま し い 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
ま た 、 ｍ の 結 果 を 基 に し て 、 ｆ の ス テ ッ プ に 対 応 す る 判 別 手 段 を 具 備 し 、 か つ 、 そ の 結 果
、 ｇ に 相 当 す る 保 証 金 の 支 払 ・ 返 却 作 業 に 用 い る シ ス テ ム を 、 本 発 明 の 容 器 の 回 収 管 理 シ
ス テ ム と 連 結 し て も よ い し 、 支 払 ・ 返 却 シ ス テ ム 自 体 を 本 発 明 の 容 器 の 回 収 管 理 シ ス テ ム
に 含 め る こ と も 、 好 ま し い 態 様 と し て 挙 げ ら れ る 。 尚 、 保 証 金 の 支 払 ・ 返 却 管 理 シ ス テ ム
と は 、 具 体 的 に は 、 請 求 書 の 発 行 を 書 面 又 は 電 子 デ ー タ で 行 い 、 更 に は 保 証 金 の 納 入 確 認
管 理 も 行 う シ ス テ ム が 挙 げ ら れ る 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
更 に 、 本 発 明 の シ ス テ ム の 別 の 形 態 と し て 、 前 記 方 法 に お け る 、
前 記 ａ ， ａ ’ 、 ａ ” 又 は ａ ” ’ に 対 応 す る デ ー タ の 入 力 手 段 又 は 受 信 手 段 と 、
前 記 ｂ 、 ｂ ’ 、 ｂ ” 又 は ｂ ” ’ ス テ ッ プ に 対 応 す る デ ー タ の 入 力 手 段 又 は 受 信 手 段 と 、
前 記 ｃ 、 ｃ ’ 、 ｃ ” 又 は ｃ ” ’ ス テ ッ プ に 対 応 す る 記 憶 手 段 と 、
前 記 ｄ 、 ｄ ’ 、 ｄ ” 又 は ｄ ” ’ ス テ ッ プ に 対 応 す る 検 出 手 段 と 、
前 記 の ｐ 、 ｐ ’ 、 ｐ ” 又 は ｐ ” ’ ス テ ッ プ に 対 応 す る 入 力 手 段 又 は 受 信 手 段 と 、 前 記 の ｑ
、 ｑ ’ 、 ｑ ” 又 は ｑ ” ’ ス テ ッ プ に 対 応 す る 算 出 手 段 と 、
を 具 備 す る 容 器 の 回 収 管 理 シ ス テ ム が 挙 げ ら れ る 。
ま た 、 こ の シ ス テ ム に は 、 更 に 前 記 の ｒ 、 ｒ ’ 、 ｒ ” 又 は ｒ ” ’ ス テ ッ プ に 対 応 す る 賠 償
金 請 求 管 理 シ ス テ ム を 連 結 し て も よ い し 、 本 願 発 明 の 回 収 管 理 シ ス テ ム に 含 め て も よ い 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
本 発 明 の （ コ ン ピ ュ ー タ ） シ ス テ ム に 用 い ら れ る 各 手 段 の 具 体 的 な 装 置 や 物 と し て は 、 種
々 の 公 知 の そ の 機 能 を 具 備 す る 装 置 等 が 用 い ら れ る 。 例 え ば 、 入 力 手 段 と し て は 、 キ ー ボ
ー ド や 、 特 定 の バ ー コ ー ド の 読 み 取 り 機 な ど が 挙 げ ら れ 、 受 信 手 段 や 送 信 手 段 と し て は 、
電 気 通 信 回 路 を 通 じ て 、 又 は Ｃ Ｄ な ど の 電 子 記 録 媒 体 を 介 し て の デ ー タ の 送 受 が 可 能 な 装
置 が 挙 げ ら れ 、 記 憶 手 段 と し て は 、 例 え ば ハ ー ド デ ィ ス ク メ モ リ な ど が あ げ ら れ 、 検 出 手
段 や 算 出 手 段 、 判 別 手 段 と し て は 、 例 え ば マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ （ Ｃ Ｐ Ｕ ） 等 が 挙 げ ら れ 、
出 力 手 段 と し て は デ ィ ス プ レ イ や プ リ ン タ 、 Ｃ Ｄ な ど の 電 子 記 録 媒 体 の 出 力 装 置 等 が 挙 げ
ら れ 、 伝 達 装 置 、 送 信 装 置 と し て は 、 電 気 通 信 回 路 な ど が 挙 げ ら れ る 。
【 ０ ０ ７ １ 】
尚 、 本 発 明 の シ ス テ ム と し て は 、 上 記 （ ａ ） ～ （ ｅ ） と （ ｍ ） 、 そ の ほ か （ ｆ ） 、 （ ｇ ）
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、 （ ｈ ） 、 （ ｉ ） 、 （ ｊ ） 、 （ ｋ ） 、 （ ｐ ） 、 （ ｑ ） 、 （ ｒ ） の 全 て を 一 つ の コ ン ピ ュ ー
タ シ ス テ ム （ 共 通 サ ー バ ー ） で 保 有 す る 必 要 は 必 ず し も な い 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
本 発 明 の シ ス テ ム を 運 用 す る 上 で の 具 体 的 な シ ス テ ム と し て は 、 例 え ば 、 今 日 、 生 産 物 流
通 の 効 率 化 を 目 的 と し て 計 画 さ れ つ つ あ る 、 生 産 者 と 卸 売 間 、 ま た 元 卸 と 仲 卸 間 等 で の 生
産 物 の 流 通 Ｗ ｅ ｂ （ 販 売 日 、 販 売 数 、 販 売 元 、 販 売 先 を 入 力 す る ） か ら デ ー タ を 収 受 し 、
連 動 し 、 又 は そ の 流 通 Ｗ ｅ ｂ が 本 シ ス テ ム を 兼 ね る こ と が 考 え ら れ る 。
こ の 場 合 に は 、 生 産 物 の 流 通 Ｗ ｅ ｂ に 入 力 す る 一 項 目 と し て 、 通 い 容 器 の 数 を 入 力 す る 欄
を 設 け る か 、 通 い 容 器 を 識 別 で き る た め の 容 器 種 別 に つ い て の 欄 を 設 け て 、 通 い 容 器 に 関
す る 識 別 デ ー タ を 入 力 し 、 そ の 都 度 、 又 は 所 定 期 間 後 、 通 い 容 器 の 数 を 検 出 し 、 共 通 サ ー
バ ー に 送 付 す れ ば 良 い 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
【 発 明 の 効 果 】
以 上 の と お り 、 本 発 明 の 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 及 び シ ス テ ム を 用 い る こ と に よ り 、 当 事
者 間 の 保 証 金 に 関 す る 作 業 や 、 資 金 負 担 、 与 信 管 理 等 に 存 す る 問 題 を ほ と ん ど 生 じ ず に 、
か つ 、 通 い 容 器 の 紛 失 を 軽 減 し 、 通 い 容 器 の 回 収 速 度 を 向 上 す る こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
具 体 的 に 示 す と 、 例 え ば 図 ２ に 示 す 従 来 の 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 で は 、 月 １ 万 ケ ー ス を
借 り る 生 産 者 イ は 、 （ デ ポ ジ ッ ト 単 価 が ２ ５ ０ 円 の 場 合 ） ２ ５ ０ 万 ／ 月 の 保 証 金 を 容 器 受
け 入 れ の 際 に 手 元 資 金 と し て 用 意 す る 必 要 が あ り 、 ま た 、 そ の 保 証 金 を 回 収 す る た め に は
、 販 売 の 都 度 、 生 産 物 の 販 売 価 格 に 加 え て 保 証 金 に 係 る 額 を 、 販 売 先 で あ る 卸 売 等 に 請 求
す る 必 要 が あ っ た 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
し か し 、 本 発 明 の 保 証 金 の 請 求 ・ 返 却 方 法 を 用 い た 回 収 管 理 方 法 及 び シ ス テ ム を 使 用 す る
と 、 生 産 者 イ は 、 １ ヶ 月 間 に お け る 生 産 者 イ で の 通 い 容 器 の 滞 留 個 数 （ 例 え ば １ 万 － ９ ５
０ ０ 個 ＝ ５ ０ ０ 個 ） に 係 る 保 証 金 １ ２ ． ５ 万 円 を 、 貸 出 者 に 支 払 う だ け で よ い こ と に な る
。 ま た 、 本 発 明 の 賠 償 金 の 請 求 方 法 を 用 い た 回 収 管 理 方 法 及 び シ ス テ ム を 使 用 す る と 、 生
産 者 イ は 、 １ ヶ 月 間 に お け る 紛 失 個 数 （ 例 え ば １ ０ 個 ） に 係 る 賠 償 金 ２ ５ ０ ０ 円 を 、 貸 出
者 に 支 払 う だ け で よ い こ と に な る 。 従 っ て 、 資 金 負 担 の 面 で も 、 保 証 金 作 業 に 関 す る 面 で
も 、 格 段 に 軽 減 さ れ る 。
【 ０ ０ ７ ６ 】
ま た 、 従 来 の 通 い 容 器 の 回 収 管 理 方 法 で は 、 デ ポ ジ ッ ト 料 の 回 収 は 、 一 輪 と な る 流 通 シ ス
テ ム に お い て デ ポ ジ ッ ト 料 の 収 受 を 当 事 者 間 で 完 全 に 行 わ な い と 出 来 な い 仕 組 み と な っ て
い た た め 、 収 受 の 輪 が と ぎ れ る と 、 一 部 の 当 事 者 に 多 大 な 負 担 を 与 え る こ と に な る が 、 本
発 明 の 回 収 管 理 方 法 で は 、 一 部 の 当 事 者 （ 例 え ば 通 い 容 器 の 紛 失 が 懸 念 さ れ る 当 事 者 ） を
対 象 と し た 回 収 管 理 方 法 か ら 実 施 す る こ と が で き る の で 、 与 信 管 理 の 面 で も 、 実 用 化 の 容
易 さ の 面 で も 好 ま し い 。
更 に 、 特 に 今 日 財 務 状 況 が 懸 念 さ れ て い る 中 小 卸 売 等 を 相 手 と す る 場 合 に は 、 従 来 は 、 与
信 管 理 の 問 題 が あ っ た が 、 本 発 明 の 方 法 及 び シ ス テ ム で は 、 保 証 金 は 、 各 当 事 者 か ら 直 接
貸 出 者 へ 支 払 う た め 、 与 信 管 理 の 問 題 も な く な る 。
【 ０ ０ ７ ７ 】
ま た 、 当 事 者 に お け る 一 定 期 間 経 過 後 の 通 い 容 器 の 滞 留 個 数 （ Ａ － Ｂ ） が 明 確 化 さ れ る こ
と に よ り 、 通 い 容 器 の 紛 失 が 軽 減 さ れ 、 ま た そ の 回 収 速 度 も 向 上 す る こ と と な る 。
更 に 、 レ ン タ ル 料 請 求 シ ス テ ム や 、 警 告 シ ス テ ム 、 デ ポ ジ ッ ト 単 価 変 動 シ ス テ ム を 導 入 す
る こ と も 可 能 と な り 、 更 な る 通 い 容 器 の 紛 失 を 防 止 し 、 回 収 速 度 を 向 上 す る こ と が で き る
。
【 ０ ０ ７ ８ 】
そ の 結 果 、 生 産 物 の 流 通 シ ス テ ム へ の 容 器 の レ ン タ ル が 、 更 に 促 進 さ れ る こ と と な り 、 従
来 の ダ ン ボ ー ル 箱 を 使 用 し た 流 通 に 比 べ 、 ご み の 削 減 、 物 流 合 理 化 （ 輸 送 、 保 管 、 陳 列 の
効 率 化 ） な ど の 多 大 な 利 点 を 有 す る プ ラ ス チ ッ ク 容 器 を 利 用 す る こ と が 可 能 と な る 。
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【 ０ ０ ７ ９ 】
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 従 来 の 通 い 容 器 を レ ン タ ル し て 用 い る 流 通 方 法 の 流 れ を 示 す 図
【 図 ２ 】 従 来 の デ ポ ジ ッ ト 制 度 を 利 用 し た 通 い 容 器 の 回 収 方 法 の 流 れ を 示 す 図
【 図 ３ 】 本 発 明 の １ つ の 回 収 管 理 方 法 の 容 器 と 保 証 金 の 流 れ を 示 す 図
【 図 ４ 】 本 発 明 の １ つ の 回 収 管 理 方 法 に お け る 処 理 の 流 れ を 示 す 図
【 図 ５ 】 本 発 明 の １ つ の デ ー タ 処 理 の フ ロ ー を 示 し た 図
【 図 ６ 】 本 発 明 の 容 器 回 収 管 理 方 法 に お け る デ ー タ 算 出 の 一 例 を 示 す 図
【 図 ７ 】 本 発 明 の 通 い 容 器 回 収 方 法 を 用 い た 他 の 流 通 例 を 示 す 図
【 符 号 の 説 明 】
１ ・ ・ ・ 貸 出 者 、 ２ ・ ・ ・ 生 産 者 、 ３ ・ ・ ・ 卸 売 、 ４ ・ ・ ・ 販 売 店
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ７ 】
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